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令和２年 網走市議会 

平 成 31 年 度 各 会 計 決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録  

第４号 令和２年９月15日（火曜日） 

 

 

 

 

○日時 令和２年９月15日 午前10時00分開会 

○場所 議 場 
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出決算について  

 

○出席委員（14名） 

委  員  長    立 崎 聡 一 

副 委 員 長    山 田 庫司郎 
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○委員外議員（０名） 

 

○説明のため出席した者 
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 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 会 計 管 理 者    永 倉 一 之 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 健康推進課長    永 森 浩 子 

 社会福祉課長    江 口 優 一 

 社会福祉課参事    結 城 慎 二 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    高 畑 公 朋 

 子育て支援課参事    小 沼 麻 紀 

 健康福祉部参事    細 川 英 司 

財政課財政係長    阿 部 伸 也 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 学校教育部次長    小路谷 勝 巳 

 社会教育部長    吉 村   学 

 社会教育部次長    岩 本 博 隆 

 学校教育課長    小 松 広 典 

 社会教育課長    岩 尾 弘 敏 

 スポーツ課長    阿 部 昌 和 

 美 術 館 長    古道谷 朝 生 

 図 書 館 長    本 橋 洋 樹 

………………………………………………………… 

 監 査 委 員    藤 原 誉 康 

 監 査 委 員    金 兵 智 則 

 監査事務局長    鈴 木   聡 

 

○事務局職員 

 事 務 局 長    武 田 浩 一 

事 務 局 次 長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

       係    早 渕 由 樹 

      

午前10時00分 開会 

○立崎聡一委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから平成31年度各会計決算審査特別委

員会を開会いたします。 

 それでは、本日の日程であります認定第１号平

成31年度網走市各会計歳入歳出決算についてを議

題とします。 

 認定第１号中、健康福祉部及び教育委員会の所

管に関する細部質疑に入ります。 

 最初に、健康福祉部所管について細部質疑を行

います。 

 質疑に入ります。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

 成果等報告書の40ページ、真ん中の段、30代フ

ァスト健康診査事業ですけれども、若干予算に対

して決算額が若干ですけれども余っているのです

が、対象者は本当は何名だったのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 30代ファスト健康診査

でありますが、見込みとしては100名を見込んでお
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りました。受診者数が99名ということでほぼ受診

者数見込みと同等でした。 

 ただ決算額が少なかった理由としましては、事

務費の使用が少し少なかったというところで落ち

ております。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 ちなみになのですけれども、男女比などはわか

るのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 男女比ですけれども、

男性32名、女性67名ということで、男性が32.3

％、女性が67.7％という状況でした。 

○澤谷淳子委員 この数字を見る限り30代で要指

導33名、要医療14名は結構多いなと思ったのです

けれども、すみません、要医療は本当に病院にか

かるという意味でしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 要医療14名に関しまし

ては、医療が必要だということで医療機関をお勧

めしております。要指導に関しては、保健師等の

指導、生活習慣の指導ということで終わっており

ます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 それでは次に41ページの上段、こちらの５歳児

健康相談事業なのですけれども、こちらは１年生

に上がる前に今やっぱり発達障害とかいろいろ問

題があって、それを親御さんが心配していらっ

しゃる方も多いと思うので非常にいい事業だと思

うのですが、ここにアンケートの回収というか、

返答率が67.6％ということで、本当は逆に100％に

なるほうがいいと思うのですが、返ってこなかっ

たアンケートのそれはやっぱり無記名でしょう

か。返ってこなかった方々はわかるようにはなっ

ていないですか。 

○永森浩子健康推進課長 ５歳児健康相談に関し

ましては、対象者年中児ですね、年中児になられ

る方に４期に分けて全員に御案内を送っていると

ころなのですけれども、67.6％ということで約６

割から７割の方しか返送がなかったということな

のですよね。それで、この３割の方たちに対して

は、保育園、幼稚園等の先生からできるだけアン

ケートにお答えしていただけるように働きかけて

いただいているところなのですけれども、あくま

でも希望者ということになっておりますので、こ

の返送数になっております。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 本当に早期にやっぱり、自分の子供がそういう

発達障害とかそういうことがあるというのを知る

ことが大事だと思ったのでお聞きしました。あり

がとうございます。 

 それでは43ページ、ここは聞いてもいいところ

ですか、一番上のプレミアム付商品券発行事業、

予算に対して決算額がまだ半分ぐらいまだあった

のですけれども、これはあれでしょうか、やっぱ

り売り切らなかったということでしょうか。 

○江口優一社会福祉課長 今回のプレミアム商品

券につきましては、当初見込み6,500人に対しまし

て実績として3,654人、販売冊数２万6,000冊を予

定しておりましたが、実際に売れたのは１万5,056

冊ということで予算よりも少なくなっておりま

す。 

○澤谷淳子委員 それでは、子育て世帯で決定

者、これを購入できたのが774名ですか。 

○江口優一社会福祉課長 今回のプレミアム付商

品券の対象者となりますのは、市民税のうち均等

割が非課税の方と平成28年４月２日から令和元年

９月30日までに生まれた子供がいる世帯主という

形になっておりまして、その中で購入された方は

市の非課税の方が2,880人、子育ての方が774人と

なっております。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 次に45ページ、一番下の段の高齢者除雪・融雪

サービス事業、こちらも予算に対して半分近く決

算額になっているのですが、これは単純に雪が降

るのが少なかったからということでしょうか。 

 もし、ふだんでしたらこの予算というのはもう

全く消化し切ってしまうぐらい数は多いのでしょ

うか。 

○高橋善彦介護福祉課長 除雪サービス事業でご

ざいますけれども、委員お見込みのとおり、昨年

は少雪ということで予算見込み額に達しない状況

でございました。 

 また近年ですと、予算見込みに対して不用額が

生じている状況に関しましては、少雪といいます

か、少雪が影響しているものと思っております。 

○澤谷淳子委員 理解いたしました。 

 それでは47ページ、こちら真ん中の段の乳幼児

世帯生活応援ということで、こちらもまた若干予

算が残っているのですが、これもやはり赤ちゃん

の出生が少なかったということが影響しています

でしょうか。 

 それと、今まで20リットルをごみ袋配布だった

のですが、それを10リットルにすることで、その

10リットルにしたらまた倍の枚数をもらえるとい
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うことになるのでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 出生数のほうがや

はり、計上していますけれども、やはり出生数が

減っておりますので、あと転入者の数も減少した

ということでこちらのほうが減っております。 

 あと、倍にした関係ですが、お見込みのとおり

倍になるということになります。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、古田委員。 

○古田純也委員 私も成果報告書40ページ、先ほ

ど澤谷委員のほうからも質問ありましたが、30代

のファスト健診事業についてお伺いいたします。 

 健診の結果、要指導また医療の指導を受けた方

々なのですけれども、今後やはり緊急性を要さな

いとなかなか本人方も予防にしっかり力を入れな

いと思うのですけれども、改善されるまでの指導

など具体的な、どういう指導されているかお尋ね

いたします。 

○永森浩子健康推進課長 要医療、要指導に有所

見になった方々は、体重ですとか脂質ですとか尿

酸が高値ですとか、そういったやっぱり生活習慣

病になりやすい、もうなっているという状況の方

たちが半分いらっしゃったということで、訪問と

か、あと来所ですとかお電話で事後相談を必ず

行っております。 

 その後、希望者には運動教室の勧めですとか、

経過を見ながら保健師とあと栄養士などのほうで

指導を行っている形です。 

○古田純也委員 それではかなり改善傾向にある

方もこの99人というか、中にはいらっしゃるとい

うことでよろしかったですか。 

○永森浩子健康推進課長 生活習慣病の生活習慣

の改善というのは、保健師ですとか栄養士が一度

言ったからといって、なかなか改善するものでは

ないというのは皆さん御存じだと思うのですけれ

ども、やっぱり長期的に、そのときは気をつけて

いても何か月後かには忘れてしまって、またふだ

んの生活に戻ってしまうという状況もあるかと思

いますので、そのあたりは経過を見てまたお声か

けしながら続けていきたいとは思っております。 

○古田純也委員 喉元過ぎればで、私も気をつけ

ている部分がありますので、ぜひ医療費を使わな

いように治療より予防に心がけていただきたいと

思います。 

 同じく報告書の42ページです。 

 自立相談支援事業、生活困窮者の自立を図ると

いうことで取り組まれている事業ですが、実際に

この相談件数51件というのを受けて自立に至った

ケースというのが、成果があればお聞きします。 

○江口優一社会福祉課長 平成31年度は51件の相

談内容がありまして、相談の内容にもよりますけ

れども、例えば生活保護の申請をした後でその決

定までの間のお金がないということで、こちらの

ほうを相談された方とかがおります。その方はお

金を借りまして何とか生活ができたというふうに

なっております。また、ハローワーク等へ就労の

関係で相談に行くとかという形で、何らかの形で

相談対応をしております。 

○古田純也委員 この件数というのは年々増えて

きているのでしょうか。 

○江口優一社会福祉課長 相談件数ですが、平成

29年が63件、平成30年が59件で平成31年が51件

と、相談件数につきましては年々減ってきており

ます。 

○古田純也委員 その件数が減ってきている要因

というのが、もしわかっていたらお伺いします。 

○江口優一社会福祉課長 なぜ減っているかとい

うところまでは私ども押さえておりませんけれど

も、市全体の人口が減ってきているのも一つある

のかなというふうには考えております。 

○古田純也委員 わかりました。 

 44ページの北海道の行われました障がい者ス

ポーツ大会についてお伺いいたします。 

 全道持ち回りの開催という形で開かれている大

会ですが、次回開催というのはもうわかっている

のでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 昨年度網走市で開催

をいたしましたが、本年度本来であれば石狩管内

で開催の予定でございました。しかしながら、新

型コロナウイルス感染拡大防止のために中止とな

りました。来年度は現在のところ上川管内で開催

するというふうに聞いております。 

○古田純也委員 網走にまた再び来るというのは

わかっているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 今のところその予定

はありません。 

○古田純也委員 大変、私も陸上競技場のほうを

見に行ったので、たくさん参加されていたのです

けれども、次回の開催に向けてもし改善点みたい

なのがあったらお伺いいたします。 

○結城慎二社会福祉課参事 大会の運営自体は北
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海道障害者スポーツ協会を通じて参加者の皆様か

ら、非常に障がいのある方々に対する介助を含め

て非常に好評を頂いておりました。 

 しかしながら、競技全体で例えば網走で開催を

するソフトボール、あるいは北見市で開催予定

だった知的のバスケットボールが残念ながら参加

申込みが少なくて競技不成立ということになって

しまいました。次回仮に開催するようなことがあ

るのであれば、しっかりと期間をかけて大会参加

いただけるような環境をつくっていく必要がある

かなというふうに考えております。 

○古田純也委員 私からは以上です。 

○立崎聡一委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 成果報告書の41ページですけれ

ども、産後ケア事業ですね、予算から見ると決算

が少ないのですが、これはなぜなのかを伺いま

す。 

○永森浩子健康推進課長 産後ケアの実績なので

すけれども、予算の見込みとしては来所型、訪問

型合わせて210回の利用を見込んでいたのですが、

延べ回数が84回だったということで決算のほうが

少なくなっております。 

○村椿敏章委員 この産後４か月以内という方の

産婦を対象にしているのですけれども、この期間

を長くするとかそういうことというのは考えられ

ないのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 国のほうでもこの４か

月を少し長くするという方向で検討されていると

いうことも聞いておりますので、今後また検討し

て対象の幅ですか、を見直していけたらなという

ふうには思っております。 

○村椿敏章委員 これは国のほうの考え方で４か

月ということになっていたということなのです

ね。国の支出金も入っているから、その制度に倣

わなければならないというところなのでしょうけ

れども、何というのですかね、産後ケアですから

４か月ではなくてやっぱり６か月とか１年とか、

そういう長い時間をケアするというのも大事だと

は思うのですけれども、そういう部分では国とし

ては長くするというのはどれくらい長くするとか

何かそういう情報はあるのですか。 

 国のほうで長くしようという情報は何かありま

すか。見直しているというだけですかね。 

○永森浩子健康推進課長 今、検討されていると

いう話はお聞きしていましたが、どのぐらいの対

象を広げるかというのは情報としてまだ入ってお

りません。 

○村椿敏章委員 予算に比べて決算が少なかった

ので、もう少し長く取って、産婦さんが利用しや

すいようにしてもらえたらなと思います。 

 次に移ります。 

 同じく43ページの自立生活援助給付事業です

ね。ここについても予算と決算の差が出たのです

けれども、実利用者３名と、この事業自体障がい

者の方が働いたという部分から、そこを市が情報

を得て、そして市のほうから支援しますよという

手続を市のほうから働きかけるものなのですか。 

○結城慎二社会福祉課参事 自立生活援助給付事

業につきましては、就労云々は関係ございませ

ん。障がいのある方が例えばグループホーム、あ

るいは施設、あるいは病院に入院をしていて、そ

こから一人暮らしを始めたときに生活に対する助

言等を行うサービスになっております。 

 サービスの利用の申請自体は、例えば相談に

乗っている相談支援事業所などからの情報を得

て、そこから本人の希望を聴取してサービス利用

につながるというような流れになっております。 

○村椿敏章委員 それでそういう情報を得て市の

ほうが働きかけて、結果実利用者の方は３名だっ

たということですか。 

○結城慎二社会福祉課参事 市のほうから働きか

けというよりも、先ほど申し上げましたとおり、

相談支援事業所、相談に乗っている相談員の方が

御助言をしてこういうサービスがあるよというこ

とで市に申請を頂くというような内容になってお

ります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に移ります。 

 44ページの障がい児福祉サービス利用者負担金

ですね。この中で実績の中に⑫の補聴器購入とい

うところがあるのですが、これは1,272円で補聴器

が1,272円は安いということはないのかなと思った

のですが、素朴な疑問です。説明をお願いしま

す。 

○結城慎二社会福祉課参事 こちらに書いてある

12番の軽度、中等度の難聴児に対する補聴器購入

助成でございますけれども、手帳をお持ちの障が

い児に対する補聴器の助成については、ここにも

記載がありますが、８番の補装具費の中で見るの

ですが、これはあくまでも手帳を持っていること

が前提なのです。ただ手帳を持つまでの程度では

ないのですけれども、補聴器が必要な児童もおり
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ます。そういう児童を対象に補聴器の利用助成を

行っております。 

 こちらに記載の購入助成額でございますけれど

も、本体の価格ではなくて、その助成をするとき

に１割程度の御本人の負担が出てきます。そこに

対する助成ということですので、金額はこの金額

になっております。 

○村椿敏章委員 それでは補聴器自体は補装具費

というところに入っているということでよろしい

のでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 補装具の購入の本体

のほうの金額はこちらに記載ではなくて、補装具

等給付事業の中で別事業の中で扶助しているとい

うような状況です。 

○村椿敏章委員 給付事業の中に入っているとい

うことですね。理解しました。 

 実際給付事業の中で補聴器というのは幾らほど

するものなのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 補装具等給付事業の

中でいいますと、31年度の補聴器の実績でいいま

すと10件で68万8,000円ということになっておりま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に移ります。 

 45ページの高齢者の除雪サービス事業、今先ほ

ど質問あった部分ではあるのですが、昨年は重た

い雪を何とかしてほしいというところから、この

事業を周知してほしいと私のほうも言っていたの

ですが、実績を見ると少なかったと、少なかった

のは雪が少なかったせいですよということなので

すけれども、実際に周知方法をどのように変えて

いったかというところ、また、その周知した結

果、実績は少なかったですけれども、登録者が増

えたのかどうなのか、その辺についてお伺いしま

す。 

○高橋善彦介護福祉課長 除雪サービスの周知方

法ですけれども、昨年の決算委員会の中でお話も

あったかとは思うのですけれども、その後、これ

は町内会除雪のことだと思いますけれども、町内

会、除雪の委託をされていないところに全て戸別

単位町内会に周知をしまして、実績としましては

町内会、平成30年度で13団体だったのが平成31年

度で19団体と６団体増えている状況でございま

す。 

 また、利用人数ですけれども、こちらも町内会

に関しましては、登録世帯数が若干ではございま

すけれども、12世帯ほど増えている状況でござい

ます。 

 また、こちらの一般会計で行っている除雪事業

につきましては、登録世帯は若干平成30年度より

も少なくなっている状況でございます。 

○村椿敏章委員 団体も増えたし利用者も増えた

ということで、ありがとうございます。 

 次、その隣の46ページの高齢者生活総合支援事

業ですね。これがお年寄りの方に年間6,000円の助

成券を交付するということなのですけれども、そ

の6,000円を交付されてもなかなか使えないと、

せっかく来たのに利用する範囲がどうも狭くて使

えないという方がいらっしゃるのですけれども、

まずその利用範囲をもっと増やすことができない

のか、どういうことを検討しているのか。要は16

万8,177枚の使用枚数ですが使用率は81％ですよ

ね。これ、やっぱり上げられないのか、その辺に

ついて伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 高齢者生活総合支援事

業の利用率でございますが、こちらにつきまして

は平成31年度、今おっしゃったとおり、81.48％と

いう使用率で平成30年度よりも下がっているとい

うような状況でございますが、交付率に関しまし

ては平成30年度を上回る90.43％となっておりま

す。当課としまして、この使用率が減少した要因

としましては、２月、３月のコロナの関係による

出控えなどがあり社会参加で使われている乗車

料、バス、タクシー、この辺が落ち込んでいるの

が要因ではないかなというふうに考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 すみません。この交付率です

ね、該当対象者3,804名に対して3,440名というの

は、交付される方というのはどうしたら交付され

る状況、該当者がいて交付されるというのは、申

請か何かされて交付されるということですか。交

付率が上がったというところなのですが。 

○高橋善彦介護福祉課長 お見込みのとおり該当

者が3,804人、今回31年度あるのですけれども、そ

のうち交付されたというところが90.43％という形

でございます。 

○村椿敏章委員 申請があって初めて交付される

とか、勝手にお年寄りのところに送られるものな

のか、そうではなくて、その流れがこちらはわか

らなかったものですから、その辺についてお願い

します。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらの制度、70歳以
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上になりますとこちらのほうから申請を促すよう

な通知をいたします。そこで課税要件ですとか、

そういったところを調べまして、毎年該当すれば

引換えできますというような通知を毎年度してい

るところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 ただ利用範囲を、実は言ってきた方は車に乗っ

ている方でした。車に乗っていて郊外に住んでい

てバスも利用することはない、そう言って、この

サービスの中ではなかなか使うことができないと

いうことで、例えばスーパーとかで使えるよう

な、そういう券とかにしてもらえたらという、

ちょっとどうかなと私も思いましたけれども、そ

ういう話があったのです。なので、健康増進とか

生活支援という部分でいくと、もう少し範囲を広

げてもどうなのかなというところなのですが、い

かがでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 利用範囲の拡大といっ

たところでございますが、近年今言った健康増

進、こちらプールですとか体育館、コミセンなど

の利用になりますけれども、こちらは着実に利用

範囲が伸びているという状況がございますので、

こういったところも踏まえて利用範囲の拡大とい

いますか、カテゴリーの中といいますか、生活支

援であったり健康増進、学習の機会といったとこ

ろの範囲を少し広げていくというような考えは必

要ではないかなというふうに考えております。 

○村椿敏章委員 その部分少し広げましたよと、

皆さんに利用してもらいたいので広げましたとい

う部分もこれからどんどんメッセージを広げれ

ば、何というのですかね、少し考えてくれている

のだというところにつながると思いますので、ぜ

ひ検討をお願いします。 

 次の、その下の介護人材確保事業ですね。ここ

も予算に比べると決算が少ないのですが、この理

由について伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらは予算に対しま

して決算額が10万7,000円というところでございま

すが、こちらにつきましては初任者研修の費用助

成、当初７名分で見込んでいたところでございま

すが、結果的には個人で１名、事業所で２件とい

うことでございます。こちらがちょっと大きく不

用額が生じた要因となっております。 

○村椿敏章委員 離職防止というところで、この

目的が取組の内容でいくと離職される方を少なく

するという、それから定着促進と、介護職員の方

が長く続けられるようにというところだと思うの

ですが、介護職場の離職率というのは結構高めか

なと思ったのですが、離職率は網走でいうと何％

ぐらいというのは分かりますかね。 

○高橋善彦介護福祉課長 網走市における介護事

業所の離職率というのはちょっと把握はしており

ません。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それほど離職されていないのかもしれません

ね、そういう部分でいくとね。ただ一度というの

ですかね、その辺調べることも必要なのかなと若

干思いました。 

 次に移ります。 

 47ページの子どもの居場所づくり支援事業なの

ですけれども、西コミセンとそれから西網走地区

ですか、その２団体かなと思うのですけれども、

この決算額が少なくなったというのは団体が減っ

たということなのでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 予算額につきまして

は、大曲と卯原内の２地区分として12万円の２か

所、それと新規で申請があった場合に備え12万

円、それと新規の場合は初年度開設経費として３

万円、それに事務費５万円の44万円でございまし

て、平成31年度決算につきましては新規の申込み

がなかったことから大曲、卯原内の２か所分と事

務費で決算額は合計27万3,000円ということでござ

います。 

○村椿敏章委員 新規の団体がなかったというこ

とですね。 

 そうしますと、これは今回少なかったですけれ

ども、来年度というか今年度も同じような予算は

見ているのでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 今年度も同じような

感じで予算計上しております。 

 現在のところ新規の申込みはありませんので、

多分決算額もこのまま行くとそのようになるのか

なというふうには感じております。 

○村椿敏章委員 新規の申込みないというところ

でいうと、なかなか知られてないというところも

あるのかなとは思うのですが、その周知が足りな

いのかな、皆さんにこういうのがあるというのが

知られていないのかなと思うのですけれども、10

人以上いて、そして週１回学習支援をしていれば

この助成は受けられるということなのですか。 

○高畑公朋子育て支援課長 基本的に児童館がな

い場所にこの事業を充てるということですので、
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あんまりその該当地区というのは多くはないとい

うふうには感じております。 

○村椿敏章委員 それでしたら例えば向陽の住民

センター、あそこで行いたいといったときには受

けられるようなものなのでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 地区のほうからそう

いう要望があれば、御相談に応じて給付していき

たいというふうには考えております。 

○村椿敏章委員 それは地区のほうから要請があ

るというところですね。了解しました。 

 私からは以上です。 

○立崎聡一委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 決算書183ページ、アイヌ住宅改

良資金貸付事業についてお伺いいたします。 

 本事業は国と北海道、そして網走市との事業か

というふうに認識しておりますが、利用実績をお

示しください。 

○江口優一社会福祉課長 アイヌ住宅改良資金貸

付事業につきましては、平成26年に１件貸付けを

行ってからは実績はない状況になります。 

○石垣直樹委員 それでは、148ページの歳入にあ

るアイヌ住宅改良資金等貸付償還金について、現

状を説明してください。 

○江口優一社会福祉課長 アイヌ住宅改良資金等

貸付償還金255万1,869円の内訳でございますが、

今まで貸付けしたうちの元金として83万2,235円、

利息として16万6,081円、これは現年度分となりま

す。そのほか滞納分としまして、滞納分の元金が

132万8,174円、利息が22万5,379円となっておりま

す。 

 あと調定額に対しましての収納率については、

なかなか借りている方の収入等に応じて返してい

ただくことにはなっているのですけれども、なか

なか返していただくことが滞っている状況にござ

います。 

○石垣直樹委員 それでは、今の滞納の状況につ

いてお示しください。 

○江口優一社会福祉課長 平成31年度の滞納の調

定額は 4,217万 8,876円に対して収入額が 155万

3,553円となっております。滞納未収額につきまし

ては4,062万5,323円となっております。 

○石垣直樹委員 滞納者の件数をお示しくださ

い。 

○江口優一社会福祉課長 ちょっとその資料につ

いて、ちょっと今現時点でありませんので、後で

回答させていただきます。 

○石垣直樹委員 なかなかな額が滞納されている

かと思いますが、今後の方向性についてお示しく

ださい。 

○江口優一社会福祉課長 滞納の取組につきまし

ては、毎年12月に文書による督促を行っておりま

す。また、随時呼出しや電話により納入勧告を

行っておりますけれども、なかなか入ってきてい

ないのが現状でございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 続きまして決算書183ページ、アイヌ生活支援相

談事業について中身についてお示しください。 

○江口優一社会福祉課長 この事業につきまして

は、網走市に在住するアイヌの方々の生活上の各

種相談事業をアイヌ協会のほうに委託しておりま

す。その委託料として50万円予算化しておりま

す。 

○石垣直樹委員 それでは委託しているので、相

談実績とかについては把握していないということ

でよろしかったですか。 

○江口優一社会福祉課長 相談件数につきまして

は、平成31年は子弟の進学等についての相談が12

件、住宅取得貸付資金に係る相談が２件、生活資

金の相談が５件、合計19件の相談を実施しており

ます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 続きまして、同じページ183ページ、自立訓練給

付事業についてお伺いいたします。 

 これは新設された事業かと思いますが、結果に

ついてお示しください。 

○結城慎二社会福祉課参事 自立訓練給付事業で

ございますが、こちらについては新設の事業では

なくて、この間継続している事業でございます。 

○石垣直樹委員 すみません、勘違いしておりま

した。 

 続きまして189ページ、児童扶養手当支給事務費

についてお伺いいたします。 

 これが昨年度の10倍の額になっているかと思い

ますが、要因についてお示しください。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 児童扶養手当の関

係なのですけれども、去年支給が４か月から６か

月に変わりまして、その関係で３か月分増えたと

いうことで今回増えております。 

○石垣直樹委員 すみません、４か月から６か月

に増えたことでの、その後もう一度説明してもら

えますか。 

 すみません、少し聞き取りづらかったので、４
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か月から６か月に増えた後の説明について、もう

一度説明してもらえますか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 事務費のほうは特

に変更はないのですけれども、今回扶養費のほう

が、すみません、４か月から６か月に増えたとい

うことで支給のほうは増えたということで答弁さ

せていただきました。 

 事務費のほうですか。 

 失礼しました。 

 先ほどちょっと述べたように支給回数が増えた

ことによってシステム改修が発生しましたので、

こちらのほうで事務費が増えた形になります。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 それでは191ページ、病後児保育事業についてお

伺いいたします。 

 本事業の目的には２号認定、３号認定の満１歳

６か月から５歳児、未就学児の保護者となってお

りますが、対象となる方は市内に何人いるのです

か。 

○高畑公朋子育て支援課長 平成31年４月１日時

点ではありますが、保育園児になりますので364

名、４月１日現在で364名です。 

○石垣直樹委員 364名の方が対象になるというこ

とで、決算書にも成果報告書にも書いてあるとお

り利用実績がないのですが、本年度もやられてい

るかと思いますが、今後の見立てをお示しくださ

い。 

○高畑公朋子育て支援課長 この事業は仕事等の

理由により、通常は保育認定を受けて保育園や認

定こども園に預けている子供が病気やけが等によ

り、その回復期において集団生活を実施するには

不安がある場合に専用スペースで行うという事業

なのですが、なかなか対象となる事例が少ないと

いう事業ではあると思います。 

 ただやはり実績ゼロということは、何か対策を

しなければいけないとは思っておりまして、実施

機関である、いせの里保育園と協議の結果、今ま

では就学前のお子さんのみを対象としておりまし

たが、今年度の８月１日から要綱を改正いたしま

して、９月１日より放課後児童クラブに登録して

いる小学生も対象として運用を開始いたしまし

た。もともと放課後児童クラブを利用しているお

子さんも、国の病後児保育の実施要綱には合致し

ておりますので、この対応でちょっとしばらく様

子を見てみたいなというふうには感じておりま

す。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。すばら

しい対応だと思います。 

 続きまして195ページ、不妊治療助成事業につい

てお伺いいたします。 

 昨年度の実績を、平成31年度の実績をお示しく

ださい。 

○細川英司健康福祉部参事 平成31年度の実績で

ございますが、21件でございます。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 不妊治療は保険が適用にならない、そして高額

であるということで、今後国の動きで保険適用さ

れかどうかはわかりませんが、本当に困っている

方がたくさんいると思います。ぜひともこの事業

の、拡大しないことがいいのでしょうけれども、

続けていって、できれば利用助成率等も増えてい

けばいいなというふうに個人的には思っていま

す。 

 私からは以上でございます。 

○立崎聡一委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か質問します。 

 初めに委員会資料の33ページ、市内の認可保育

所の収納状況というのがありますけれども、現年

度は横ばいというふうになっております。滞納分

の収納額が大きく落ち込んでいるわけです。原課

として、いわゆる平成31年度の滞納分の大きな落

ち込みというのはどんなふうに認識しているので

しょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 調定額自体も下がっ

てきておりますので、それを考えると確かに金額

も率も下がってきてはいるのですが、このような

状況なのかなというふうには思っております。 

○松浦敏司委員 原課としてはそのように感じて

いるのでしょうが、ちょっとあまりにも前年度と

比べると大きく落ち込んでいるというふうな印象

を持ちます。結果として、現年度滞納額を合わせ

ると収納率が87.2まで下がっているということ

で、その辺が若干気になっていて、これまでとそ

ういう意味では、３ポイントぐらい下がっている

というようなふうに見ているものですから、その

点でどのように考えているのかなというふうに思

うのですが、いかがでしょう。 

○高畑公朋子育て支援課長 通常は年２回６月と

12月に催告を行っていたのですけれども、昨年は

10月の無償化の事務が膨大であったため12月に実

施ができなかったという事実があります。時期を

ずらして２月に実施しようと思ったのですけれど
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も、コロナの第１波による家計への影響を考慮し

て２回目の催告を取りやめたことから、そういう

ことも原因なのかなというふうにはちょっと感じ

ております。 

○松浦敏司委員 理解しました。そういう事情が

あるということですね。コロナも合わさったとい

うようなことで、それはわかりました。引き続き

努力をしてほしいというふうに思います。 

 次に、へき地保育所について伺います。 

 昨年も保育料の収納状況を伺いましたけれど

も、平成30年、31年度、連続して100％にならな

かった状況でありますが、現在は年度繰り越して

入ったので100％になっているというふうに思うの

ですが、その辺を確認したいと思います。 

○高畑公朋子育て支援課長 実は30年度も今現在

100％にはなっておりません。といいますのも、平

成30年度と平成31年度で違う方で滞納がありまし

て、令和２年現在もどちらの方も保育園には在籍

しておりません。平成30年度の未納の方からは家

計が大変だという話は聞いておりますので、何と

か分納での納入をお願いしたいと考えております

けれども、31年の未納の方については、過去の納

入状況から判断すると単に忘れているだけという

ことも考えられますので、改めての納入をお願い

していきたいというふうには考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。そういう方もい

らっしゃるということで理解しましたが。 

 あともう１点、へき地保育所の保育士の給与の

点で昨年も質問したのですが、僻地の保育所の給

与というのは、経験年数があっても給料が上がら

ないというのが現状ずっと続いてきたのですが、

そのことで昨年質問をした中で、答弁として今現

在民間の保育所等については処遇改善等で経験年

数による加算というのも認められているので、そ

ういうようなところを検討の事項としていきたい

というふうに答弁があったのですが、その後の状

況というのはどんなふうになっているのでしょう

か。 

○高畑公朋子育て支援課長 現在は経験年数に応

じて１年につき5,000円の経験年数加算を設けまし

て、上限を基本給が19万4,000円となるように基準

を定めております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では改善されたと

いうふうに受け止めてよろしいですね。わかりま

した。 

 今、保育所は、公立は別として民間などもなか

なか保育士の給与が労働の割には低いというのが

全国的にも問題になっているところでありますけ

れども、これはぜひ引き続き努力をしていってほ

しいというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 松浦委員の質疑の途中ですが、

ここで休憩いたします。10分。 

午前11時00分休憩 

午前11時10分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 社会福祉課長。 

○江口優一社会福祉課長 先ほど石垣議員のほう

から質問のありました、アイヌ住宅改良資金貸付

事業の滞納者の人数でございますが、平成元年度

から平成30年度分の滞納者は157名となっておりま

す。 

○立崎聡一委員長 石垣委員、それでよろしいで

すか。 

 それでは、引き続き行います。 

 松浦委員の質疑から。 

○松浦敏司委員 次に子供医療費の関係ですが、

１割負担というふうに軽減されて、多くの父母か

ら喜ばれているわけであります。 

 平成31年度の予算では9,206万6,000円と、決算

額は8,024万8,000円ということでありました。医

療費ですから、かかればいいというものではない

し、できるだけ病気にならないのが一番よろしい

のですが、いずれにしてもこういう結果が出てい

るわけですけれども、この予算と決算の状況につ

いて原課としてどんなふうな評価をしているので

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 やはり医療費です

ので、予算のほうはやはり若干多めに見ておりま

すので、差が出るのは仕方ないという形で原課で

は思っております。 

 でも、やはり少子化もありますので、減っては

いるということは思っております。 

○松浦敏司委員 やはり病気というのは重症化す

る前に早め早めに早期に診断を受けて、そして治

療をするというのが重症化しないという基本中の

基本だという、そういう意味では子育て世代とい

うのは収入が比較的低い状況の中で子育てすると

いうことで、どうしても月末あたりは親御さんた

ちは子供が病気にならないようにということで不

安な思いで、今回のこの３年前からのこの事業に

よって、そういう心配が大分薄らいだということ
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で喜ばれているのだというふうに思います。 

 いろいろ子供の医療費の関係でいえば、私ども

は無料化をすべきだというふうに主張してきてい

るのですけれども、取りあえずそういう中で、コ

ンビニ受診というのも問題視されていますが、そ

れは全国的にもそういうこともあったようですか

ら心配は当然あったのだろうと思うのですけれど

も、当市においては多分そんなことはないのだろ

うと思うのですが、その辺の認識を伺いたいと思

います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 最初、この助成を

広げることによってコンビニ受診のほうが増える

のではないかということも言われていたのですけ

れども、件数的にも特に増えていませんし、こち

らは今のところではそういう安易な受診というの

はないと思っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、３人目の子供さんから無料というふう

になるのですけれども、平成31年度でいえば、そ

ういったケースというのはどのぐらいあったの

か、もしわかれば伺いたいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 第３子目の医療の

無料のほうは、件数でいえば1,069件、86万6,000

円のほうをこちらのほうで払戻しをしておりま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 引き続き、この大事な制度ですので努力して

いってほしいと思います。 

 次に、介護保険特別会計について質問をさせて

いただきます。 

 毎年行っているのですが、監査委員報告書にも

ありますけれども、予算現額が33億1,514万3,000

円に対して決算額が32億1,169万8,000円と、歳出

決算額は31億7,040万5,000円と、差引き4,129万

2,000円の剰余金が生じたと。翌年度に繰越しされ

たということであります。 

 平成30年度は3,350万7,000円、前年より778万

5,000円の増となるのですが、この平成31年度につ

いてどんなふうな原課として評価をしているのか

伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 剰余金の4,100万円でご

ざいますけれども、こちらの介護給付費が当初見

込みよりあまり使われなかったというところが大

きな原因でございますけれども、内容としまして

は、開設予定だった介護医療院の開設遅れという

ところが大きな要因ではないかというふうに考え

ております。 

○松浦敏司委員 これが多ければいいというもの

でも必ずしもないというようなことですから、そ

れは分かりました。 

 次に、決算書の72ページから75ページにかけて

不用額というのが項目としてありました。項ごと

に書かれているわけですけれども、総務費の介護

認定審査会の費用では予算現額が3,716万4,000円

に対して支出済額が3,253万9,361円と、不用額462

万4,639円と。それから保険給付費の介護サービス

等諸費、予算現額が27億3,339万5,000円、支出済

額が26億3,569万3,730円、不用額が9,770万1,270

円。地域支援事業費では介護予防生活支援サービ

ス事業で予算現額が１億4,641万9,000円、支出済

額が１億 3,145万 7,063円と、不用額が 1,496万

1,937円というふうに、この部分でいえばおよそ１

割が不用額というふうになっているのですが、こ

の不用額の認識について伺いたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 この不用額ですけれど

も、こちら当初予算見込みが前年決算見込みに対

しまして増減といいますか、上昇率ですね、４％

ですとか６％というような形で積算しております

ので、結果的には不用額が生じておりますけれど

も、おおむね前年ベースかなというような形では

捉えております。 

○松浦敏司委員 例えば介護認定審査会の予算で

いうと、これは一定の会議などを開いてそういっ

た関係の費用なのだろうと思うのですが、この部

分で不用額が462万円もあるということは、当初よ

り相当、思ったよりかかっていない、結果として

こういうふうになったのかなと思うのですが、こ

の審査会ですから、大体極端に変化はないのかな

と私なんか思うのですが、その辺はどんなふうに

お考えでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちら、審査会委員の

報酬の縮小ですとか費用弁償、はたまた委員会の

全体会議ですとか、そういったところの未実施で

あったり、見込みよりもその辺が落ちたのが要因

かと思っております。 

○松浦敏司委員 つまり思ったよりも会議とか、

そういったものが回数はなかったというようなこ

とも含まれているということでよろしいのでしょ

うか。 

○高橋善彦介護福祉課長 お見込みのとおりでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 
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 不用額という名前があんまりいいイメージがな

いのですけれども、これは結果として１億4,400万

円というふうになっているのですが、この不用額

というのは最終的に次年度に持ち込まれるという

ふうになると思うのですが、その辺わかりやすく

説明していただきたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらの１億4,400万円

につきましては予算額に対する支出との差額でご

ざいますので、翌年度に繰り越す部分につきまし

ては4,129万2,000円というような形になっており

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、保険料の収入状況を見ると、３年間とも

99％台となっております。平成31年度は99.3％と

あります。滞納となっている世帯の状況は第１段

階から12段階まであるのですけれども、どういう

階層が滞納というのがあるのか、その辺まず伺い

ます。 

○高橋善彦介護福祉課長 階層における未納者で

ございますけれども、こちらはやはり低所得者の

第１段階におきましては未納者は全体の28.6％を

占めております。比較的あと多いのが第６段階の

方ですね、こちらが24.6％というような形になっ

てございます。 

○松浦敏司委員 私も感じたのですが、委員会資

料の26ページのところを見ると、平成29年度、30

年度と、そして31年度、これを比べてみると第１

段階というのは当然同じなのですけれども、変化

が現れているのは、比較的第６段階とかというと

ころが滞納が増えているということ。それまでの

年度と31年度というのは結構変化が現れているの

で、この要因というのは何か保険料が変わるとか

というのはあったりしたのかなというふうに思っ

たのですが、その辺要因はどんなふうにお考えで

しょう。 

○高橋善彦介護福祉課長 第５段階が基準の金額

となっておりますので、第６段階はその一つ上に

なっております。ですので、その基準となる収入

の、何といいましょうか、ぎりぎりのところを

ちょっと超えたところの方たちの未納が若干増え

る要因なのかなというふうに捉えています。 

○松浦敏司委員 どうしてもちょっとオーバーし

ただけでも１ランク上がるということで、その分

大変な暮らしになるということだと思うのです。 

 この滞納者に対しての接し方といいますかね、

どのような取組をしているのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 滞納者に関しましては

当然ながら督促、催告をするのは当然ですけれど

も、そのほか個別に相談に乗りまして、分割です

とかそういったところにも応じて、収納率も若干

伸びている状況であります。 

○松浦敏司委員 丁寧なといいますか、方法が必

要かなというふうに思います。 

 次に、決算書の歳入を見ますと、他会計からの

繰入れということで５億6,916万4,500円と、調定

額は５億５万825円となっています。 

 平成30年度は減額補正があったのですが、31年

度はなかったようなのですけれども、この状況に

ついて説明していただきたいと思いますが。 

○高橋善彦介護福祉課長 平成31年度におけます

一般会計からの繰入れですけれども、この５億円

ですけれども、こちらの増の要因としましては、

低所得者における保険料軽減分がこちら大きな要

因となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、平成31年度末の介護保険者数というのは

２万2,537人で、前年度と比べると171人減少した

とあります。このうち第１号被保険者は１万1,185

人、２号被保険者は１万1,352人となると。40歳以

上ですよね、合わせると２万2,537人ということに

なります。平成31年度の人口は３万4,588人という

ことで、39歳以下の人口というのは１万2,514人と

いうことで、ちょっと私はこれからの将来どうな

るのかなというような不安を抱いたわけです。 

 要介護認定者数は1,865人、前年比でいえば28人

増となっております。このうち第１号被保険者は

1,826人、大半を占めるのですが、２号被保険者数

も39人とあります。 

 この状況について、原課の認識を伺いたいと思

います。 

○高橋善彦介護福祉課長 要介護者認定者数でご

ざいますけれども、当然高齢化が進んでおります

ので認定者数も増えていくというふうに考えてお

ります。しかしながら２号被保険者に関しまして

は、少子化等の影響によりまして減少していく傾

向にあるのかなというふうに捉えています。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 前段で収納の状況について議論いたしましたけ

れども、収入の低い層で滞納があるということで

ありましたけれども、介護保険の矛盾といいます

か、貧富の格差があるのだというふうに思わざる

を得ないのですね。どうしてもこの介護保険とい
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うのは40歳以上の人が保険料を納めると、そして

一定の年齢になるとサービスを受けることはでき

るけれども、しかし認定されなければそれはサー

ビスを受けられないという、そういうことで状況

を見ると、要介護認定者というのは1,865人で、実

際の第１号被保険者の比率からすると16.7％程度

ということですから、保険料を納めていてもサー

ビスを受けることができる方はこれくらいしかい

ないということなのだろうというふうに思うので

すが、そんな認識でよかったでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 平成31年度におけます

サービス利用状況、利用率でございますが、そち

らの認定者に対しまして86.7％の方がサービスを

利用しているという状況でございます。 

○松浦敏司委員 それはわかるのですが、いわゆ

る第１号被保険者の中のおよそ17％ぐらいの人し

かサービスを受けることができないということで

はないかと思うのですが、それを確認したいので

すが。 

○高橋善彦介護福祉課長 委員お見込みのとおり

でございます。 

○松浦敏司委員 介護保険によって、私たち高齢

者福祉に対する認識というのは大きく変わる要素

も確かにありました。ただ一方で、いわゆる所得

の低い方たちにとってはなかなか厳しい保険だと

いうこと。例えば第１段階の人で要介護５という

ふうになった場合のことを考えたときに、最高

サービスを利用するとしたらどれくらいかかるの

でしょうか。フルサービスを受けるとしたら。 

○高橋善彦介護福祉課長 第１段階、所得階層で

はございませんが、要介護５の１か月の支給限度

額は36万2,170円となっております。 

○松浦敏司委員 ということは、それの１割負担

となると３万6,000円何がしということになるのだ

と思います。 

 ですから、一定の所得のある方はこれはフルに

サービスを受けることができるのですが、いわゆ

る第１段階とか第２段階の低所得者にとっては、

それはもう望んでもそれは支払い能力がないとい

うことになるという、そういう介護保険の矛盾と

いいますか、そういうのがあるのだろうと。そう

いう意味では、ケアマネジャーの方はそういった

人たちの状況も勘案しながらケアプランを立てて

いくのだろうというふうに思うのですね。そうい

う意味では、そのプランに基づいてサービスを受

けるということなのだけれども、低所得者であっ

たとしても本来ならフルにサービスを受け入れる

はずなのですよ。しかし、収入がない、お金がな

いためにフルのサービスを受けることができな

い、受けたくても受けることができない。こうい

う問題があるのだというふうに思うのですが、そ

の辺の認識を伺いたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 サービスの利用控えと

いったところであろうかと思いますけれども、当

然収入が少ない方につきましては、今、委員おっ

しゃるとおり、満額のサービスを利用できないと

いう状況があろうかとは思いますが、こちらにつ

きましては数字等々の把握はしてございません。 

○松浦敏司委員 いずれにしてもそういう矛盾が

この保険には、当初から言われていたのですけれ

ども、そういう矛盾があると。それから行政も含

めてこの介護保険でサービスをたくさんやろうと

する、あるいは施設をたくさんつくればつくるほ

ど、保険料に金額が跳ね返っていくという、これ

もまた非常に矛盾だということで、しかし高齢者

は増えていくというようなことで、どうしても３

年に一度の介護保険の見直しのときには保険料が

上がらざるを得ない状況というのもこれまたあっ

て、そこがまた非常に悩ましい。頑張れば頑張る

ほど保険料に跳ね返るという、こういう矛盾、そ

ういう点で私ども何とも悩ましい保険だと。い

や、だから保険という名前はあるのだけれども、

保険を受けられる人はごく僅かという、こういう

矛盾を抱えた保険制度だということで、いわゆる

保険あって介護なしと言われているゆえんだとい

うふうに思うのですが、そういう問題を抱えなが

ら原課としては努力をしていただいているとは思

うのですが、そういう問題点があるということを

指摘しておきたいと思います。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうからも１点質問させて

いただきます。 

 決算書183ページ、障害者総合支援訓練等給付事

業について伺います。 

 当市でも障がいの方が健康で豊かな市民生活を

送るために、様々な事業を展開していると理解し

ているところであります。しかしながら、市内の

障がい者の雇用が進まないという現状も、大きな

当市の課題の一つであろうと認識しているところ

でありますが、平成31年度の様々な事業を展開し

て障がい者が就労につながったという実績はどの
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程度あったのか伺います。 

○結城慎二社会福祉課参事 障がい者就労いわゆ

る一般就労への移行数のお問合せ、御質問かとい

うふうに思います。 

 障がい者サービスの中の就労移行支援給付事業

というものがございますが、こちらの事業につい

ては一般就労を目指す障がいのある方々が訓練等

を行っている事業でございます。 

 平成31年度におきましては、そのサービスを利

用して一般就労に移行した方は４名いらっしゃい

ます。 

○小田部照委員 平成31年度は４名ということで

したが、近年の推移としては上がった数字なのか

お聞きいたします。 

○結城慎二社会福祉課参事 一般就労への移行者

数でいきますと、29年度が３名、30年度が３名、

そして31年度先ほど申し上げました４名というこ

とで、大体このくらいの数字が例年推移している

というような状況でございます。 

○小田部照委員 横ばい、１名の方でも１人でも

多い方が就労につながったということで、そこは

評価するところでありますが、当市全体の障がい

者の就労率というのが毎年全然上がっていかない

というのが現状だと思いますが、平成31年度障が

い者雇用率というのはどのようになっているのか

伺います。 

○結城慎二社会福祉課参事 当市の障がい者就労

の総体の数でございますが、網走市のみでその実

態を推しはかる数字をお示しするというのはなか

なか難しい状況でございます。 

 ハローワーク網走管内の数字でございますが、

昨年令和元年の６月現在の状態で障がい者法定雇

用率を達成している企業の数でございます。対象

企業数45に対しまして法定雇用率を達成している

企業は25、率にしまして55.6％となっておりま

す。 

○小田部照委員 半数以上が雇用率を達成してい

るということは理解いたしましたが、逆に言えば

雇用率を達成していない事業者に対してはどのよ

うなお知らせをしているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 雇用している雇用し

ていないにかかわらず、やはり障がいのある方々

の就労というのは大きな課題であるというふうに

当市も認識しております。そこで、北見市にあり

ます障がいのある方の就労を支援している障がい

者就業・生活支援センターあおぞらという相談機

関がございますが、毎年そこと共催をして障がい

のある方の就労を支援するための連絡会というも

のを開催をしております。そこに企業の方も来て

いただくようにしておりますが、なかなか企業か

らの参加が伸びないということもありまして、昨

年度につきましては宿泊施設の企業に絞りまし

て、１社１社直接案内を持って参加を促したので

すが、それでもなかなか伸びないという状況でご

ざいます。 

 この連絡会については毎年開催をしております

ので、今後も企業一つでも多くの参加を頂けるよ

うに努力してまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 現状把握いたしましたが、ちな

みに網走の障がいのある方で働けないという重度

の障がいの方もちろんおられると思いますが、就

労を希望する障がい者の方というのは何名ぐらい

いるということは把握しているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 障がいのある方の全

体の中で就労を希望している方が、何名いるかと

いう実態の数字は把握はしておりません。ただ、

様々な相談、市役所にお越しいただいての相談、

あるいは相談支援事業所に対する相談の中で、就

労を希望しているけれども、なかなか就労先が見

つからないという障がいのある方がいらっしゃる

のは事実ということで認識しております。 

○小田部照委員 私もいろいろと相談を受けるこ

とがありますが、障がいがあっても健康で豊かな

生活を送るためにも就労を希望される方というの

はたくさんおりますので、まずはそういった実態

もしっかりと把握しながら市内の企業との理解を

深めていく、就労に向けて市内事業者の障がい者

に対する理解を深める取組というのはますます重

要なことだと思いますが、次年度に向けて、なか

なか障がい就労の数字が上がっていかないという

ことも踏まえて、新たな施策、何かあればお聞き

したいと思います。 

○結城慎二社会福祉課参事 就労希望される方々

の数あるいはニーズ、なぜ就労できないかなどの

関係は、現在、来年度からの障害福祉計画策定に

向けまして、障がいのある方々600名を対象にアン

ケートを実施しております。その中にも就労に関

する設問を設けておりますので、その回答の分析

をするとともに、まずは企業の方々、事業者の方

々に障がいのある方でもお仕事がしっかりできる

のだよということを知っていただくことが非常に

重要だと思っておりますので、先ほど申し上げま
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した連絡会、あるいは市独自の研修等も開催、今

年度ちょっと難しいかもしれませんが、次年度以

降開催に向けて検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○小田部照委員 今後ともこういった就労につな

げる事業全般について、より一層の努力と充実に

努めていっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○立崎聡一委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは何点か質問したいと

思いますが、まず先ほどもありましたけれども、

介護人材確保事業について伺いたいと思います。 

 実績を見ると、③番に意見交換会や全事業所へ

アンケートを実施したというふうに書いています

けれども、このアンケートはどういった内容のア

ンケートでどういった回答があったのか、お伺い

いたします。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護サービス事業所等

に対するアンケートでございますけれども、こち

らにつきましては、第８期介護保険事業計画にお

ける調査にもなっております。中身につきまして

は収支状況ですとか、はたまた介護人材が不足し

ているかだとか、そういったところを中心にアン

ケート調査をしているところでございます。 

 内容につきましては、主立ったところでいきま

すと、収支、当初見込みと比べてどのような状況

であったかですとか、サービス提供状況、当初見

込んだ事業量と比べてどうですかですとか、介護

人材、職員数過不足状況がどうですかですとか、

そういったところでございます。 

○川原田英世委員 そのアンケートの実施はいつ

頃で、開始はいつ頃行ったのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらは昨年、令和２

年１月に実施をしております。 

○川原田英世委員 となると、前年度のある程度

の事業の推移がわかった時点でのアンケートだっ

たということで、ある程度の状況はそれでわかる

のかなと思うのですが、コロナ禍において大きく

また変わっていると思うのですけれども、特に心

配なのがちょっと事業者の皆さんの収支の状況が

心配なのですけれども、アンケートの回答の中か

らそういった収支状況について危惧されていると

いうような回答はあったのか、お伺いしたいと思

いますがいかがですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護サービス事業会計

の収支状況でございますけれども、こちらは回答

の中で一番多い、ほぼ収支の均衡が保たれている

と答えたところで39％ございます。一方で今おっ

しゃったような赤字であるというようなところで

いきますと、こちらも31％ございます。 

○川原田英世委員 赤字も、事業者もかなりある

ということで、介護事業全体がそういうふうにな

ると、事業から撤退ということになれば体制が大

きく変わってしまうかもしれない。で、そこの背

景に多分介護人材の確保は困難というものがある

のだというふうに思うのですが、経営がうまくい

かない背景にはやはり人材確保困難というものが

あって、一部の事業は実施できないだとかそう

いった困難があるということでのこの事業なの

か、そういう認識でいいのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 様々な提供サービスで

ございますけれども、各サービスにおいてやはり

人材不足というところは各事業所から言われてお

りますので、こういったところの離職防止ですと

かそういったところも含めて、この事業を推進し

ていきたいというふうに考えております。 

○川原田英世委員 やっぱりなかなか難しい課題

だと思っています。看護師もそうですし介護士

も、そういう専門性のあるところがなかなか人が

確保は厳しいということで、介護の世界、看護だ

と潜在看護師ということで一度休職した方をもう

一度現場に戻そうという動きがいろいろあるので

すが、介護の部分でもあるというふうに思うので

すけれども、そういった取組というのは前年度

あったのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 前年度、復職希望者の

施設見学会ですとか、潜在的有資格者の研修会、

これを実施する予定ではあったのですけれども、

年度末に予定しておったものですから、どうして

もコロナの影響で開催が未開催というような形に

なっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 コロナ禍によってますます確保は困難だという

のも報道で出ていますので、ここをより力を入れ

て取り組んでいただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、高齢者の関係でちょっと１点伺いたかっ

たのは、高齢者生きがいづくり支援事業で高齢者

農園事業というのがあるのですけれども、この事

業の内容と成果についてお伺いします。 

○高橋善彦介護福祉課長 高齢者農園事業につき

ましては、高齢者の生きがいづくりと健康づくり
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及び利用者相互の交流を目的としまして、市民農

園を開設しているものでございます。 

 こちらにつきましては、毎年利用者は横ばいで

ございますけれども、平成31年度につきましては

143人の方がこちらの農園を利用をしているところ

でございます。開設期間は毎年５月から９月末ま

でというような形で開設をしております。 

○川原田英世委員 143名が参加しているというこ

とですけれども、スペース的にはまだまだたくさ

ん参加しても大丈夫というような事業内容なので

しょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちら区画、当然農園

の面積がございますので、最大で考えていますの

は160区画程度というような形で区画割りをしてい

る状況でございます。ですので、平成31年度につ

きましてはまだ若干余裕があったかなというとこ

ろでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 畑仕事といったらあれですけれども、そうやっ

て土に触れるというのは高齢の方もやっぱり介護

予防にもいいですし、家の周りを見ても、空いて

いる土地で皆さんいろいろと野菜を育てたりとか

されているのを見て、まさに生き生きしているな

というふうに思って見ているところです。 

 この事業をもっと広げていってもいいのかなと

いう感じで考えてみていましたので、より進めて

いただきたいというふうに思いまして、特に大き

な町では少子化もあって公園をそういった農園地

に変えるというのがすごく進んでいっているとい

うのがあって、場所が足りなくなればそういうこ

ともいろいろ考えて取組をしていくということも

必要なのかなというふうに思っていますので、こ

の事業をぜひ進めていただきたいなというふうに

思います。 

 次に、児童家庭相談事業の子ども家庭相談事業

についてお伺いしたいと思いますが、この相談事

業、昨年の事業内容についてお伺いしたいと思い

ます。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 子ども家庭相談事

業についてです。こちらのほうは、虐待や養育に

支援が必要なお子様たちの相談を受けておりま

す。 

 31年の実績としましては、養護相談で62件、虐

待相談で54件受けております。 

○川原田英世委員 件数だけ聞くとすごく多いな

という認識をしてしまうのですけれども、それは

件数ということであって延べ件数、同じ人が何回

も相談に来ているということなのでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 そのとおりでござ

います。 

○川原田英世委員 この相談をする、相談に来る

方なのですけれども、当人が来るとはなかなか考

えにくいのですが、どういったケースが多いのか

お伺いします。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 虐待については家

庭からの相談もあるのですけれども、やはり当課

のほうにお電話がありましたり、学校のほうから

連絡があったりとかというのが多いです。 

○川原田英世委員 学校からもそういった連絡が

あるということで、この相談の窓口はやっぱり広

く常に扉を開いていってほしいなというふうに思

いますので、よりしっかりとした取組をしていた

だきたいというふうに思います。 

 ここの相談から例えばひどいケースだと警察に

つながるだとか、ほかの支援体制につなげていか

ないといけないと思うのですけれども、31年度は

そういった横につなぐようなケースはなかったの

か確認したいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 その中で、また下

のほうではケース会議とかを開きまして、その件

で、一応こちらを通さなくても北見の児相さんの

ほうで一応一時保護のほうが13件ありましたよう

に連携をしているような形になります。 

○川原田英世委員 一時保護というような形で児

相との連携があったということで理解をしまし

た。 

 最近やっぱり見えてきたのか、昔からあったの

が見えてくるようになったのかわからないのです

けれども、こういったケースが多い、虐待とか多

いですので、この果たす役割は大きいと思います

ので引き続きお願いしたいと思います。 

 次に、これも毎年伺っているのですが、母子家

庭等自立支援給付金支給事業について、31年度の

事業の実績についてお伺いします。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 31年の実績です。 

 教育訓練給付金のほうは申請がありませんでし

た。高等職業訓練促進給付金のほうが１名実績が

ございます。 

○川原田英世委員 私的にはもっと活用してほし

いというような思いがあるのですが、年々ちょっ

と少なくなってきているように感じるのですけれ

ども、この周知というのは何か特段、31年度で実
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施したというのはあるのでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 母子家庭の関係、

母子父子家庭ですので、一応毎年現況届８月に行

いますので、そちらのほうで周知したりとか、あ

とひとり親の相談があったときとかにはパンフ

レットなどにも渡しているような形になります。 

○川原田英世委員 この事業、いい事業なのです

けれども、ここに一歩踏み出すのは結構勇気がい

るのですよね、当事者の方からすればですね。な

ので、直接会って、一度挑戦してみませんかとか

というような形で相談の中で一歩踏み出してあげ

るよという、後ろから押してあげるようなことを

しないとなかなかここで頑張ろうという気になら

ないと思いますので、その点にちょっと留意しな

がら事業をこれからも進めていただきたいなとい

うふうに思います。 

 あともう１点、乳幼児世帯生活応援事業につい

て、先ほどもあったのですけれども、これは毎年

のことなのですが、袋が大きいよねという議論が

毎年あります。10リッターサイズも選択可能とな

りますということで令和２年からなったというこ

とで、ちょっと20ではやっぱり重たいのですよ

ね。10でもやっぱり重たいのです。というのは、

おむつですから結構そういうトイレのあれ入ると

10リッターでも５キロ、６キロぐらいになるので

すよね。20だったらもうとんでもない重さになっ

て、20だと２週間分、３週間分ぐらいのおむつに

なるのではないかなと思いますけれども、そこま

で置いていると相当臭いもしますし、ということ

でここで10リッターということになったと思うの

ですが、この前ちょっとお母さんたちの会で話を

聞くと、やっぱり10でも大きいと、臭いからやっ

ぱり週に２回出したいからやっぱり５リッターな

のだと。では20もらったやつどうなりましたかと

いったら、いまだに使いようはプラスチック入れ

るとかだったらまだ使えるのだけれども、それで

も20はちょっと大きすぎて大分余っていますとい

うような話を頂きました。 

 決算で20リッターを配ったということですけれ

ども、これから先ちょっとそこをもう少し、どう

せやるのであればもう少し選択肢を広げてもいい

のかなというふうに思うのですがいかがでしょう

か。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 御要望がありまし

て、今年度より20リットルから10リットルも選択

できるようになりました。 

 今後また今年の状況を見ながら、次年度以降考

えていきたいと思います。 

○川原田英世委員 ぜひ考えてみていただきたい

と思います。結構要望はあるのだと思います。 

 すみません、あともう２点なのですがいいです

か。 

○立崎聡一委員長 川原田委員の質疑の途中です

が、ここで昼食のため休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

午後12時01分休憩 

午後２時00分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 社会福祉課長。 

○江口優一社会福祉課長 先ほど石垣議員のアイ

ヌ住宅改良資金貸付事業において、滞納者数の質

問があり157名と回答させていただきましたが、こ

の157名は滞納者が滞納している年度数の合計とい

うことで、実際の滞納者は７名と訂正させていた

だきます。 

○立崎聡一委員長 石垣委員、よろしいですね。 

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

 川原委員の質疑から。 

○川原田英世委員 続いては、母子保健事業で

フッ素の事業なのですけれども、事業の31年度の

内容をお伺いします。 

○永森浩子健康推進課長 フッ素塗布事業の実績

でありますが、このフッ素塗布事業というのは１

歳半健診のときにまずフッ素を希望者の方に行う

のが一つと、あと月１回定例で行っているフッ素

塗布だけの事業と、あと年に１回無料歯科健診と

いうのがありまして、そちらのほうでもフッ素を

塗ることができるということでなっておりまし

て、通常の月１回行う定例のフッ素につきまして

は、３月がコロナの関係で中止になりましたので

11回、１歳半健診についても３月健診が中止に

なったので11回、あと無料歯科検診は６月に行い

ましたので１回ということで、計23回行っており

ます。 

 フッ素塗布の人数といたしましては、平成31年

度は196名となっております。申し訳ありません、

196名は無料歯科健診のフッ素塗布で、それプラス

定期のフッ素と１歳半を合わせまして577名がフッ

素を受けているということになっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それで、何回かに分けてフッ素をということ

で、貴重な子供の歯ということで重要な事業と思
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うのですが、やはりインターネットとかで悪い情

報は出ていたりとかして、特に過去に劣悪なフッ

素が流通されていて健康上に被害があったとかそ

ういうのがどうしてもネットを見ると出てきて、

それで今やっぱり大丈夫なのですかとか心配され

る方の声をたまに耳にすることがあるのですけれ

ども、そういった形で拒絶するというか、うちの

子はやらせないでくださいみたいな、そういった

反応があるのかどうか、お伺いしたいと思います

が。 

○永森浩子健康推進課長 フッ素に関しまして

は、健康被害にもちろん至らない量で、もちろん

劇薬というフッ素自体もありますので、なのです

けれども、至らない本当微量なフッ素ですので健

康には問題ありません。中には受けない主義の方

もいらっしゃいますので、フッ素が虫歯の予防の

全てでないので歯磨きを毎日きちんとするですと

か、口腔ケアをしていただくことだけでも違うと

思いますので、そのあたりは希望制で親御さんた

ちにはお任せしております。 

○川原田英世委員 お任せしているということで

理解をしました。 

 保護者の方からそういったちょっと誤った情報

で話が広まって、実際にその事業に当たる歯科医

の方がちょっとあれっというような事態が過去に

はあったというふうに伺っていますので、そうい

うことがないように新しい情報を保護者の皆さん

に伝わるようにしていただければなというふうに

思います。 

 それと、その下の母子手帳アプリ事業について

なのですが、なかなか利用者が広がらないなとい

うことで苦労されたと思うのですけれども、どの

ような形で31年度は進めてきたのかお伺いしま

す。 

○永森浩子健康推進課長 母子手帳アプリですけ

れども、４月から準備を始めまして本格に開始い

たしましたのが６月からとなっております。 

 母子手帳アプリＡｂａｂｙ（あばびぃ）という

ふうな名称をつけさせていただいて、最初は139名

のユーザー数から始まって年度末には252名という

ことで登録者も増えてきております。工夫として

はいろいろアンケートも前年度１回取りまして声

を聞きながら行っております。 

 特に予防接種などはたくさん種類が多いですの

で、スケジュールを立てたりですとかそういう部

分ではすごく役に立つというふうな好評の声も頂

いております。 

 あと網走で開催する子育て向けの情報が欲しい

という声もありましたので、そのあたりも配信し

ていたり、あとこちらにも載せさせていただいた

のですけれども、お知らせ配信というので年に16

回行いました。これは、教室とか健診の御案内で

すとか、変更があったときの連絡ですとか、あと

予防接種については一時期ちょっとあるワクチン

が供給ストップになったのもありまして、そうい

う迅速にお知らせするですとか、あとこのコロナ

対策で感染症の予防について周知するですとか、

そういった形で工夫して１年間やってまいりまし

た。 

○川原田英世委員 ローカルなインフォメーショ

ンができるということでいろいろ事業、アプリ自

体も横に広がってきていいことだなというふうに

思っています。利用している方からもすごく便利

だよという話を伺っています。 

 やっぱりそういったローカルな情報だとかを

もっと発信するのと、結構母子家庭向けの講習会

だとかそういうのだとか、そこに関わる育児の悩

みだとかを解決しますよではないですけれども、

そういった勉強会は結構あるのですよね、市のほ

うでやってくれているので。そういったものも受

けたいのだけれども知らないというお母さん方が

結構いたりとか、逆に行けないからそういうのを

動画で後で配信してくれないだろうかとか、そう

いう声もいろいろあったりします。多分アンケー

トの中でもそういったいろいろな要望があったの

だと思うのですけれども、このアプリを僕も

ちょっと見ていると、いろいろと使っていけばい

ろいろな可能性があるのだなと思いますので、そ

ういうふうにも広げられるちょっと研究をさらに

進めていただいて、これから先も、利用者は必ず

これ伸びてくると思いますので、粘り強く研究し

ながらいいものにしていっていただければなと思

います。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、以上で認定第１号中、健康

福祉部所管分の細部質疑を終了いたします。 

 理事者入替えのため、ここで暫時休憩いたしま

す。 

午後２時10分休憩 

午後２時12分再開 



- 120 - 

 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き再開いたし

ます。 

 それでは引き続き、本日の日程であります認定

第１号中、教育委員会所管分について細部質疑を

行います。 

 質疑に入ります。 

○古田純也委員 決算書の237ページ、子どもの体

力づくりサポート事業についてお尋ねいたしま

す。 

 児童の体力の向上や教職員の授業の指導力向上

を図るということで取り組まれた事業ですが、実

施された学校から評価報告などを受けていると思

うのですけれども、そういう部分がありましたら

お伺いいたします。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 網走市体力向上体

育授業改善研修会につきましては、令和元年11月

19日、20日に潮見小学校、東小学校を会場に実施

しております。参加教員は市内校から50名ほど集

まっております。 

 内容につきましては、師範授業と教職員研修、

組体操や単縄を使った活動を紹介し、体を巧みに

動かす能力、神経を発達させる運動等について研

修を深めたところでございます。 

 参加した教職員からは、運動に親しませる態度

の重要性を再認識したことや各種運動を理論的に

捉えることの大切さを学んだなどの声が寄せられ

ました。 

○古田純也委員 わかりました。 

 同じく237ページの学校図書司書官配置事業につ

いてお尋ねします。 

 昔はこの司書というのは僕らの時代はいなかっ

たのですけれども、当初司書を置くようになりま

して恐らく長年続けられている事業なので、成果

などありましたらお尋ねいたします。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校図書館司書に

おきましては、現在、本の分類、整理、補修、図

書室の環境整備、本の読み聞かせ、ブックトー

ク、ブックトークとは本の粗筋を途中まで紹介し

て子供に興味関心を持たせる活動です、ですと

か、あとはポップ作成等、また児童会や生徒会、

例えば図書委員会などと連携した本の貸出し、紹

介業務、それから担任や司書教諭に依頼されて授

業で使う本の選定などを行っているところです。 

 現在、国語科では目的を持って読むことや本を

読んで自分の意見を持つことなどが求められてい

ることから、多読活動を行うときには授業の目的

に沿った選書をあらかじめ行うなどをして、授業

準備、それから子供たちの読書に対する興味関心

に非常に貢献しているものと押さえております。 

○古田純也委員 先日この司書が募集されていた

と思ったのですけれども、見つかったのでしょう

か。 

○小松広典学校教育課長 学校図書館司書の募集

でございますけれども、今のところまだ見つかっ

ていない状況でございます。 

○古田純也委員 私からの質問は以上です。 

○立崎聡一委員長 次、澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 たった今古田議員が子ども体力

づくりサポート事業のことをお聞きしたと思うの

ですけれども、ここ予算に対しても４分の１くら

いの金額で終わっていると思うのですが、これは

もう少し回数を多くやる予定だったのでしょう

か。 

 成果報告書の75ページの中段のほうがわかりや

すいです。すみません。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 こちらにつきまし

ては、日体大、網走市にも学校がある日体大の東

京の日体大の体操の先生をお招きして講習会を

行っているわけなのですけれども、回数が予定ど

おりではなかったというわけではないのですけれ

ども、謝礼ですとかそういったことの関係で連携

してきたものですから、そのあたりの関係で予算

に対して決算額が少なくなっているということに

なります。 

○澤谷淳子委員 それでは、回数がどうだったか

ということではないのですけれども、何回ぐらい

開催されていたのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 昨年においては、

11月19日に網走市立潮見小学校で一度、それから

11月20日に網走市立東小学校で一度、計２回行わ

れております。 

○澤谷淳子委員 理解しました。 

 それでは、79ページの上段のクラシック音楽鑑

賞会事業補助金なのですけれども、逆に今コロナ

で本当にこの芸術とか音楽鑑賞とかすごく大事だ

なと思いまして、こちらの今回は市民会館のホー

ルで東京大学の交響楽団をお招きできたというこ

となのですけれども、こちらも予算が相当余って

いまして、こちらもやっぱりもう少し回数、公演

回数もうちょっと呼びたかったということなので

しょうか。 

○岩尾弘敏社会教育課長 クラシック音楽鑑賞事
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業の補助金の関係でございますが、この事業は実

行委員会形式で２年に一度ということで開催をし

ている事業でございます。 

 平成31年度は京都大学の交響楽団のコンサート

ということで実行委員会で決定をしまして、実現

したわけでございます。決算額が40万5,000円とい

うことで少なくなっておりますが、これにつきま

しては、アマチュア、プロの楽団ではないという

ことで謝礼等が発生しなかったということ。それ

と、当時天候が悪くて宿泊数が減少したというこ

とがございまして、宿泊費、食糧費等が減少した

ということがありまして決算額減少したというこ

とでございます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 それではあと84ページの上段、若手アーティス

ト作品展示事業、こちらもちょっと４分の１で終

わっているのですが、できたその作家さんが１名

書いてあって、エコーセンターで行ったというこ

とが書いてあったのですけれども、これは逆に募

集してこういうことをしているのでしょうか。そ

れともこちら側から網走の出身のアーティストさ

んに広く、何というのでしょう、こちらから働き

かけるような感じだったのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 こちらの若手アーティス

ト作品展示事業でございますが、こちらは網走市

でございますとか出身だけではなくて地縁のあっ

た作家のほうに、若手の方、こちらから声をかけ

てやっております。 

○澤谷淳子委員 そうしますと、網走とつながり

のあったアーティストさんにこちらから声をかけ

て、希望のあった方が、そのときはエコーセン

ターの場所とか、例えばチラシもこちらで補助す

るとか、そういうことでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 事業の内容でございます

が、こちらのほうから選定しました作家の方にお

願いをいたしまして、作品を市内の公共施設であ

るとか、例えば屋外であるとか、そういった場所

に展示をすることによって、若手の作家の方を応

援する事業となります。 

○澤谷淳子委員 若手の作家さんというかアーテ

ィストさんは発表の場があるのが本当に大事だと

思いますので、今後も続けていただきたいと思う

のですが、そうしますと網走で選定した方と今

おっしゃったので、特に今年度は31年度はこの１

名だったということですか、もうちょっと本当は

いたのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 昨年度の場合は、若手の

作家の展覧会を開催いたしまして、その作家の中

から選定させていただきました。 

 作品は借りている形でこちらのほうに展示をさ

せていただいておりまして、実際に購入している

わけではございません。 

○澤谷淳子委員 そうしましたら、やはり借りる

に当たっての費用とか、エコーセンターを利用す

る費用とかがこちらで見ているということです

か。 

○古道谷朝生美術館長 こちらの中には輸送費用

ですとか額装の費用ですとか、それから展示のた

めの費用等がかかっております。あと作家の方を

呼んでこちらの前でお披露目をしている、その費

用も入ってございます。 

○澤谷淳子委員 ちょっと少ない決算で済んだの

ですけれども、今後もぜひ続けていただきたいと

思います。 

 以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 まず決算書の241ページの中学校

就学奨励費、中学校とそれから小学校の就学奨励

費の世帯数、小学校何世帯、中学校何世帯、その

辺がどのような形になっているか。あとこの間の

傾向ですね。ここ数年増えているのか減っている

のか、その辺について伺います。 

○小松広典学校教育課長 就学援助に係る御質問

でございますけれども、小学校の平成31年度の認

定者数でございますけれども347名、それから中学

校につきましては189名となっております。 

 児童生徒数に対するパーセンテージは31年度で

21.5％、小中合わせてですけれども21.5％となっ

ておりまして、平成30年度が22.3％ですので若干

減っているような形になっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。これ、引き続き

よろしくお願いしたいと思います。 

 次、237ページのいじめ対策事業、これは予算が

22万6,000円に対して16万5,000円ということで少

し減っているのですが、この理由はどういう理由

なのか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 いじめ対策事業に

つきましては、相談窓口を周知するためのいじめ

相談カード、これを毎年作成して子供たちに配布

をしているところです。また、網走市子ども会議

の中で児童会、生徒会の役員とつくりました、い

じめに関する標語を各学校にポスターとして掲示
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するなどして、いじめ撲滅のスローガンを考えて

啓発をしているところです。 

 また、学校の要望に応じていじめ撲滅の看板の

作成というのも予算化していたところではあった

のですけれども、昨年度は作成の実績はなしとい

うことで、そのことから予算がそういう形になっ

ているということになります。 

○村椿敏章委員 各生徒にカードを渡して、その

カードを持った上で何かいじめについて心配事が

あった場合はそこに電話するとか、そういう形だ

と思うのですが、この相談件数というのは何件

あったのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 いじめ相談の件数

なのですけれども、いじめカードに書かれている

家庭児童教育相談室のほうに相談をした件なので

すけれども全部で185件ございました。それは保護

者も含めてです。そのうち令和元年度、昨年度に

児童生徒から直接相談があった件数としては４件

ということになります。 

 内容は登校のことや家庭のこと、人間関係など

様々なのですけれども、学校や関係機関と連携し

今は解消しているというふうに確認しておりま

す。 

○村椿敏章委員 相談があった185件のほうも結構

な数かなと思ったのですが、何人、185人というこ

とでよろしいのですかね。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 185件ということで

すので、１回につき１件というふうに数えており

ますので、人数という形ではカウントしていない

状況にありますので、同じ人が何回か連絡をして

相談を受けていれば、それにカウントされるとい

う状況になっております。 

○村椿敏章委員 きっといじめられている子とい

うか、そういうふうに感じている子というのは改

善されないと何回も相談するのではないのかなと

思うのですが、同じ方から相談件数を受けている

とした場合、何件ほど続けてというのですかね、

185件中で多い方というのは複数で、複数回相談し

ているという方は何人ほどいるのですか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 私がただいま185件

と申し上げたのは、家庭教育児童教育相談室に教

育相談でお話があった件数で、内容は家庭での子

育ての件や不登校に関する相談という形になって

います。それですとか、または児童生徒の人間関

係についての悩みということを保護者が相談に来

ているということですので、いじめの件数とはま

た別の形ということになります。 

○村椿敏章委員 いじめだけではなくて、それ以

外の相談もあるというところですね。 

 それで、先ほど言った１人の生徒というか、そ

こに関わるところで複数の件数があるというのは

押さえていますか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 平成31年度の家庭

児童教育相談室への相談については、直接いじめ

が原因ということで相談があったということのカ

ウントはされておらず、いじめ以外の人間関係で

すとか、あとは家庭でのこと、兄弟関係のこと、

そういったことが相談に上げられているというこ

とになっております。 

○村椿敏章委員 私がちょっと気になったのは最

初に言ったように、複数回相談されている子供が

何人かいるのではないのかなというところなの

で、ぜひその辺についても把握していただけたら

と思います。 

 次、247ページ、学校給食扶助費なのですけれど

も、準要保護児童生徒学校給食扶助費 2,527万

3,000円ですね。予算自体は3,132万4,000円なので

すが、この対象となる方は先ほどの就学援助され

ている方と同じ対象なのですか。 

 この傾向について、また聞きたいと思います。 

○小松広典学校教育課長 準要保護児童生徒学校

給食扶助費の関係でございますけれども、こちら

のほう給食の扶助費につきましては、先ほど言い

ました準要保護関係の給食費と同じ児童生徒の扶

助費となります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それで、学校給食の調理員の確保についてなの

ですが、昨年31年度に辞めた方がかなりいらっ

しゃったと思うのですけけども、再度その辺につ

いて確認したいのですが。 

○小松広典学校教育課長 給食調理員の平成31年

度のまず、その当時ちょうど会計年度任用職員と

しての委嘱の変更の部分がございまして、31年度

の年度末に向けて希望されない方、会計年度任用

職員制度へ移行を希望されない方もいらっしゃい

ました。３月31日付で給食パート調理員という形

で辞められた方が６名おりまして、そのほかに３

名の欠員がありまして、年度末、２月末ですと

か、それから辞められた方３名おりまして、会計

年度任用職員としての新規の採用については９名

という形で採用しまして、令和２年度からは35名

の会計年度任用職員の体制で調理を行っておりま
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す。 

○村椿敏章委員 正職員が７名の、パートさんが

34名で今までされてきたと思ったのですが、正職

員さんが１人減って６名の、パートさん、会計年

度任用職員の方が35名というふうに捉えていいで

すか。 

○小松広典学校教育課長 職員６名の会計年度任

用職員が35名の合わせて41名の体制で行っており

ます。 

○村椿敏章委員 この辞めた方、６名と３名で９

名の方ですけれども、再度会計年度任用職員に

なった方はこの中にいらっしゃるのですか。 

○小松広典学校教育課長 ９名、今年会計年度任

用職員に募集で入られた９名の方については、新

規という形になります。 

○村椿敏章委員 新規ですね。ただ９名が辞めて

また９名が新たに入ってきたというのはすごいこ

とだなとは思うのですけれども、この９名確保で

きた理由というのはどういうことでうまく集まっ

たのか、その理由はどんなものなのか。 

○小松広典学校教育課長 令和２年度当初に向け

ての調理員の体制につきましては、ハローワーク

で募集するほか、こちら９名集まるのに２回募集

かけております。１回目でちょっと何人ずつとい

うのはちょっと失念しておりますけれども、１回

目と２回目で９名そろったという形で募集をかけ

ております。 

 それから２回目につきましては、チラシを新聞

の折り込みに入れたりですとか、そのような形で

募集について周知をしているところでございま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。引き続き、給食

調理員の確保に向けてよろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

○立崎聡一委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 何点か伺っていきたいと思い

ますが、まず委員会要求資料の21ページ、指定管

理施設過去５年の利用状況というのがあります

が、これを見ると、プール以外は31年度は軒並み

利用者が減少をしていると。スキー場については

いろいろと雪が少なくて等影響があったと思うの

ですけれども、それ以外についても軒並みと言っ

たらいいのか、かなり減少があるのですけれど

も、これらをどのような背景が影響、どのような

ことが影響しているのかお伺いします。 

○阿部昌和スポーツ課長 体育施設の利用者につ

きましてですが、人口減の影響もありまして全体

的な利用者が減っている状況にはあるところでご

ざいます。 

 今後、子供たちですとか施設を利用される方々

に。 

 すみません、先ほどの続きになりますが、人口

減によるものと、あと昨年度はラグビーのワール

ドカップ等もありまして、ラグビーの合宿チーム

が少なかったということも影響がありまして、ス

ポトレの利用者については少なくなっているもの

と考えております。 

 全体的な施設につきましては、今後皆さんが利

用しやすくなるようなイベント等も考えて利用

増、利用が増えるような企画等もしていきたいと

考えております。 

○川原田英世委員 人口減による影響というのは

年々徐々に徐々に下がってきてしまっている、あ

る意味自然減なのでそういった影響あると思って

います。トレーニングフィールドについては理解

しました。 

 オホーツクドームがここに来てがくんと下がっ

ているのですね。それからスキー場は、先ほど

言ったように理解しました。スケート場等も減っ

てはいるのですけれども、やっぱりちょっとこう

見るとオホーツクドームがすごく減少率が高く見

えるのですけれども、何かあったのでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 オホーツクドームなの

ですけれども、２月、３月コロナの影響があった

ということも一つです。それ以外にもラグビーの

合宿、ワールドカップの合宿の期間を押さえてい

たというところもあります。また、農大の野球部

がちょっと例年よりも利用が少なかったのかなと

いうところになっております。 

○川原田英世委員 理解をしました。 

 それで、スキー場はこれはしようがないのです

が、全体を通して見ると、いろいろそういった影

響があるにしても利用者の減少というのは傾向が

あるのだろうなというふうに思います。 

 それで心配になってくるのは、指定管理を受け

る側の企業はこのような状況で今後も大丈夫なの

かなと、受け続けてくれるのかなというふうな心

配をどうしても感じてしまうのですけれども、そ

ういった指定管理先の会社の状況に問題はないの

か、今後も継続して受けてくれるような状況にあ

るのかを確認したいと思います。 

○阿部昌和スポーツ課長 指定管理の委託に関し
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てでございますが、今後の利用状況等を踏まえ

て、事業者の支出状況等も踏まえながら今後協議

を進めて、これからも指定管理を受けてというか

……。 

 まず現状で指定管理者のほうから継続が困難と

いうようなお話は聞いておりません。また、利用

者の減による収入が減っている部分もありますけ

れども、支出の部分でも減っているところもあり

ますので、そこに関わる委託料につきましても今

後協議をしながら進めていきたいと思っておりま

す。 

○川原田英世委員 委託料を支払いながら、収支

の差があってもということなのですけれども、委

託料を払ったとしても赤字になっている施設があ

るのではないかと思うのですが、それぞれの施設

の収支の状況はどうなっているのでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 指定管理の施設なので

すけれども、プールとスポトレ、オホーツクドー

ムを含みますけれども、それとスキー場、スケー

ト場、この施設につきましては一つの指定管理事

業者に委託しているところでございます。委託期

間は６年としておりまして、中間の３年で見直し

等も行っております。 

 その中でそれぞれの施設のプラスマイナスも含

めて精査いたしまして、今後の委託料等も決めて

いきたいと思っております。 

○川原田英世委員 では、この31年度でスキー場

だとかも収入が減っているよとかそういうのは、

今後何かしらの手だてを取るということになると

いうことなのでしょうか。 

○吉村学社会教育部長 指定管理についてでござ

いますけれども、現在御質問のあった施設につい

ては一つの指定管理で行っておられます。そし

て、全部の施設の収入支出トータルで契約当初に

見込んだ経営状態、運営状態を保てるかどうかは

６年間の契約のうちの中間年であります３年目の

ときに、人口減だとか利用状況の実際の状況を勘

案して再度話合いといいますか、意見交換をしな

がら、大きな全体としての収支差額が発生した場

合は、場合によっては契約内容も見直す場合もあ

るというのを含みで、現在収支の中で安定した運

営をしていただいているということと認識してお

ります。 

○川原田英世委員 受けていただいている企業側

が問題なければ何も問題はないと僕は思いますけ

れども、何分昨年は主な収入の大きいところでス

キー場はこういう結果に終わったということと、

今の現状のコロナなどを考えると、相当資金的に

も厳しいこともあるのかもしれないと。そうなる

と、後から何かしら負担します、補填しますよと

いっても、そのときになって、いやもう無理です

ということにならないようにだけしていただきた

いということです。ですので、よく意見交換等し

ながら、できる手だては十分に取っていただきた

いということをお願いしたいというふうに思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 今伺いましたけれども、そういった形でよく状

況を聞きながら取り組んでいくということでよ

かったでしょうか。 

○吉村学社会教育部長 今年はコロナというよう

なことで確かに想定していないところもございま

したが、コロナの休館中も管理者の方と意見交換

をしながら運営のほうを進めているところもござ

います。今年度についても、そういった意見交換

をしっかりして運営に支障のないように努めてい

きたいというふうに思っています。 

○川原田英世委員 ぜひお願いをいたします。 

 次にお伺いします。 

 次は、東京オリパラホストタウン構想というこ

とで取組を31年度で行ってきたということです

が、本番のオリンピック・パラリンピックが取り

あえず延期になったということもありますけれど

も、昨年はオーストラリア、そして韓国というこ

とで、韓国はもう実際に実施をしたのだというふ

うに認識をしています。それで、オーストラリア

についてはちょっと円滑に進んでいないという状

況は課題があるというふうに伺っていますけれど

も、その状況、31年度の取組の状況についてお伺

いします。 

○岩本博隆社会教育部次長 韓国につきましては

合宿という形で協定で行いました。 

 次、オーストラリアなのですけれども、オース

トラリアの７人制のラグビーという形だったので

すけれども、昨年のワールドカップの関係でほか

の町で協定をされましたのでなかなかこれは難し

いと。さらに、車椅子も陸上があったのですけれ

ども、そこも網走でどうにかということでお願い

していたのですが、どうしても車椅子の関係があ

りまして、東京までの新幹線で１本で来たいとい

うことで、北海道はなかなか難しいという状況で

した。 
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○川原田英世委員 なかなかそういった課題が

あったのだなということで理解をしました。 

 状況もころころ変わってしまったので、予算現

額に対して決算はそこまで費用かかるものはな

かったという結果になると思うのですが、こう

いった状況になってしまった中で、去年取り組ん

できた成果はいろいろあるのだと思うのですが、

今後の取組というのは何か考えていることはある

のかをお伺いします。 

○岩本博隆社会教育部次長 今年につきましても

合宿というのがまだ、向こうのほうがまだアス

リートがこちらに来られないという状況です。 

 そこで講演会というのがありまして、かなり名

誉の方が10月２日に講演があるという形で、瀬古

さんが陸上のオリンピックの方だったのですけれ

ども、その方の講演をやる予定で行います。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 来年どうなるか分からないですけれども、オリ

ンピック・パラリンピックの火を網走で消さない

ようにしながら取組を続けていっていただきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 次に、続きます。 

 次は学校のほうに行きまして、まず学校プール

管理事業についてお伺いしたいのですが、学校の

プールが今年はちょっといろいろあったと、入る

となっても開けていないと思うのですけれども、

例年であればどのくらい利用されているのかなと

思うのですけれども、学校プールのそれぞれ個別

には答弁は今は要らないのですけれども、全体通

してどのような目的で使われていて、どのくらい

子供たちが活用しているのかお伺いします。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校プールについ

ての御質問ですが、令和元年度は市内７校で学校

プールのほうを開設しています。学校プールの利

用につきましては、まずは体育の授業で子供たち

が体育の授業として活用するほか、放課後子供た

ちの放課後の利用、それから夏休みに平日はプー

ルを開放して子供たちが多く利用するという形に

なっております。天候にもよりますが、暑い日に

は多くの子供たちが来てプールを利用していると

いう状況になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 放課後等も授業以外にも使ったり、夏休みも活

用されているということなので、結構な利用頻度

はあるのだろうなと思うのですが、これは予算の

ときにもお伺いしましたけれども、利用するとい

うとなるとやっぱり管理にかなり労力がかかると

いうのはやっぱりあります。聞いている話だと、

子供が来て利用したりとなると、ほかの現場にい

た職員の人たちも何人か引っ張り出されて集まっ

て対応に追われるということで、運営するのもな

かなか大変なのだということで伺っていますが、

31年度もこれを取組実績を見ると、委託の管理人

のほかに教師２名を配置し監視するというふうな

状況になっています。これは何かしらルールで決

まっているものなのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校プールの開放

につきましては、平成25年度より監視業務有償委

託要件として警備業務認定が必要なため中止と

なっております。 

 具体的に言いますと、シルバーからプールの管

理人という方が来ていただいているのですけれど

も、それ以外に子供たちの利用で安全を確認する

監視員の必要がありまして、それを教員が行って

いるという状況です。 

 夏休み中とはいいましても教員は勤務時間では

ありますので、勤務時間の中でローテーションを

組みながら監視業務を行っているという状況に

なっております。 

○川原田英世委員 なかなか多忙な教師の方を拘

束するわけですから、ローテーションとはいって

も相当な負担がかかっているのだなというふうに

思いますので、ここの在り方というのは十分にこ

れから検討していっていただきたいなというふう

に思います。何かしら監視が必要なのであれば監

視の今委託している人にプラスするだとか、そう

いった手法を取って、少しでも負担軽減を図ると

いう取組をしていかなくてはならないというふう

に思っているのですけれども、その点についてい

かがでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 教職員の勤務につ

きましては、網走市で行っている働き方改革等と

のこともありますので、そういったことも含めな

がら今後研究してまいりたいと思います。 

○川原田英世委員 今まさに取組の最中の働き方

改革だと思いますので、ぜひともお願いをいたし

ます。 

○立崎聡一委員長 川原田委員の質疑の途中です

が、ここで休憩いたします。10分。 

午後３時01分休憩 

午後３時11分再開 
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○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 川原田委員の質疑を続行します。 

○川原田英世委員 次に、特別な支援を必要とす

る生徒に対しての部分で何点かお伺いしたいと思

います。 

 まず、特別支援教室、教育についてですが、こ

の対象となる児童というのはどの程度のお子さん

がおられるのか、お伺いしたいのですが。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 特別支援学級に通

級している児童の在籍の人数なのですけれども、

平成30年度で小学校で102名、平成31年度では微増

となっておりまして105名となっております。 

 また中学校では平成30年度では37名、平成31年

度では42名という形になっております。 

○川原田英世委員 微増になっているということ

で、それぞれに人数について理解をしました。 

 その中で、特別支援教育支援員の配置というも

のがありまして、小学校は５校で21名、中学校３

校で４名というふうになっているということで取

組実績に記載があるのですが、この今の人数でい

くと小学校105名、６学年ありますのでならせばと

いうところですが、それと中学校で３学年ありま

すけども42名となると、中学校に上がった時点で

支援を必要とする子供に対しての人数的な部分で

支援が行き届かなくなるのではないのかなという

ふうに思うのですけれども、この人数配置だと、

どのような認識なのかを伺います。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 特別支援学級のお

子さんについては、それぞれの状況があるところ

ではあるのですけれども、中学校に進学し通常学

級のほうで授業を多く行っているですとか、それ

から、障がいを自分で認識をして自分で苦手なと

ころを確認をして、自分で自立の道に進むように

できる子も出てきますので、中学校についてはそ

の人数で行っているという状況になります。 

 また、特別支援学級につきましては、担任以外

に、大きな学校については学級規模によって加配

といって、学校の先生が多めにつくという形もあ

りますので、そういった中で学校の中でサポート

しながら支援を進めているところでございます。 

○川原田英世委員 状況についてはわかりまし

た。 

 それで、聞いているところによりますと、中学

校から特別な支援が必要なお子さんは、学校をあ

る程度自由に選べるというふうに伺っています。

それで特別支援教員は一中、二中、三中にという

ふうに配置されているということですけれども、

その一中、二中、三中はもちろん四中等も子供が

選べるような状況にあるのか、そしてそういった

学校に通われているお子さんもいるのかどうかも

確認したいのですが。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 特別に支援を要す

る児童の進学についてでございますが、基本的に

はやはり校区の学校に進学するということが基本

になるのですけれども、一人一人個別の状況があ

りますので、そういったものを市全体で行ってい

る特別支援委員会の中で、どういった学校に進学

するのが妥当かということを保護者や本人と話し

合いながら決めていく形になろうかと思います。 

○川原田英世委員 その中で話し合って、適材適

所ではないですけれども、その場所で見ていくと

いう形になるのだということでわかりました。 

 それで、その状況はわかったのですが、それと

同時にやっぱり特別支援教育を行う教職員の方た

ちの研修も重要だというふうに思っていまして、

これ見てみると予算はついていたのですけれど

も、予算が執行されていないように見えるのです

が、ただ評価報告書を見ると事業が行われたとい

うようなふうに記載がされていまして、この特別

支援教育の研修についてはどのような形で行われ

たのかお伺いします。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 特別支援教育の担

当教員の専門的知識等の習得と資質能力の向上に

資する特別支援教育の研修会についての御質問で

すが、令和元年度は８月26日月曜日にオホーツ

ク・文化交流センター、エコーセンターを会場に

行っております。講師は北海道立特別支援教育セ

ンターの研究員の松原様をお迎えして研究を進め

たところでございます。 

 予算がかからなかったのは、いわゆる道立特別

支援教育センターの講師の方をお招きしたという

ことで旅費等がかからなかったという状況にあろ

うかと思います。 

○川原田英世委員 そしてこの研修会ですけれど

も参加者が58名ということなのですが、この参加

者の方は特別支援教育支援員の方以外にも参加を

しているということだと思うのですけれども、ど

ういった方が参加する研修会なのでしょう。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 そちらにつきまし

ては支援員以外に学校のほうで特別支援教育の担

当をしている担任の教諭、それから特別支援担当
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教諭、それから各学校の特別支援コーディネー

ターなどが参加している研修会となっておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 話は戻るのですが、先ほどの小学校から中学校

へ上がるときの考え方なのですけれども、その子

その子でそれぞれ特色がありますので、できれば

より柔軟に対応することがここの部分では私は必

要なのだろうなと思っています。 

 例えば特性がある子供が多分いると思いますの

で、そうなると小学校のときにその子とより接し

ていた方のほうが中学校に上がってからもよく理

解していて、上手にその子を育てることができる

といったらいいのかわかりませんけれども、とい

う可能性もあったり、そこの間の引継ぎももちろ

ん重要なのですけれども、その担当している人が

そのままスライドするだとか、そういったぐらい

に柔軟に取り組んでいくことも重要だと思うので

すけれども、そういった考えについてはいかがな

のでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 現在委員がおっ

しゃったような形ではないですけれども、今お話

いただいた引継ぎということにつきましては、特

別支援学級の子供たちについては何度も進学先の

中学校に足を運んで、例えばオープンスクールに

参加するですとか一緒に行事を行うですとか、中

学校に上がったときにギャップがなく進めるよう

に、引継ぎを非常に多い回数をこなしながらやっ

ているところです。 

 また、担任同士の連携ですとか情報交換につき

ましても、特別支援コーディネーターを交えた中

で情報交換をし、それから個別の指導計画や支援

計画など学校でつくっている、そういった個々の

状況や特性、それから得意なことなどを記したも

のも引き継ぐなどをして、子供たちが中学校に進

学しても十分に力を発揮できるような引継ぎの方

法を取っているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。きめ細かな対

応ということで理解をしました。 

 次にコミュニティスクール推進事業についてお

伺いします。 

 これも、予算のときも伺っているのですけれど

も、郊外地域でコミュニティ・スクールができ始

めてきて、また市街地でもでき始めてきていると

いうことなのですが、どうもちょっと僕もいまい

ちまだ分からないのです。コミュニティ・スクー

ルというキーワードが先行していて、何だかつく

らなくてはいけないのだねというのがあるのです

けれども、ではそれが何をするためにあるのかと

いうのが何かぽやんとし過ぎていてよくわからな

いところがあるのですけれども、このコミュニテ

ィ・スクールは何のためにつくるのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 今お話があったコ

ミュニティ・スクールの仕組みですが、これにつ

きましては地域とともにある学校づくりを進める

法律に基づいた仕組みということになっておりま

す。 

 令和元年度の状況としては、網走市では西部地

区、それから東部地区、呼人地区が学校運営協議

会を立ち上げました。この学校運営協議会を置く

学校のことをコミュニティ・スクールというふう

に呼ぶことになっております。 

 どういったことをするのかということですが、

まずは学校運営協議会の必須の事項である校長の

示す学校経営方針の承認を行い、地域と学校が９

年間でどのような子供たちを育てていくのか、地

域としてどのような子供を育てて何を実現してい

くのかということを話し合っていただくというこ

とになります。 

 校長も教頭も数年をしたら転勤ということがあ

るのですけれども、その地域地域でどういった子

供たちを育てていくかということを共有しながら

お互いができることをやっていくということがコ

ミュニティ・スクールの意義になろうかと思いま

す。 

○川原田英世委員 校長がまずは初めに運営の方

針を固めていくと、それについて議論を行ってい

くということで地域との関わりも明確にしていく

という一連の流れを行っていきたいということで

すけれども、このコミュニティ・スクールは、と

なると、地域の町内会であるとか関わるＰＴＡは

もちろんですけれども様々な地域の方たちが参加

するということになろうかと思うのですが、既に

この31年のできているこれらの運営協議会は、ど

ういった方たちが参加しているのかをお伺いしま

す。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校運営協議会の

委員の方々につきましては、それぞれの地域です

とか学校の歴史によって様々ではあるところでは

あるのですが、例えば元ＰＴＡの役員の方々です

とか、それから学校を今まで支えてくださった学

校評議員の方々、それから地域の例えば民生委員
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の方ですとか、地域の役職を持っている方、そう

いった方々に協議会の協議委員としてなっていた

だいて、学校のことについて話合いをしていただ

いているというところになります。 

○川原田英世委員 想定される協議会の中でいろ

いろ議論されていると思いますけれども、その地

域の関わりでどういったことを想定されているの

か、どういったものができればこのコミュニテ

ィ・スクールとしてはすばらしい成果だというふ

うに言えるものになるのか、どんなイメージをお

持ちなのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 既に以前から各校

におきましては、例えば集団下校訓練に参加して

いただいたり、登下校の見守りをしてくださって

いたり、またＰＴＡで環境整備をしてくださった

り、それからＰＴＡのほうで例えば雑巾づくりで

すとかいろいろな活動をしてくださっているとこ

ろがあります。そういった既存の地域ですとかＰ

ＴＡのほうが行って、学校の応援団として行って

くれていることについて、学校としても持続可能

な取組を進めていっていただければということを

考えているところです。 

 それから、子供たちを育てるということに関し

ましては、例えば地域の産業ですとか、そういっ

たことの体験活動や出前授業、地域行事へ児童生

徒が参加し学校と地域が協力していくような仕組

みをつくることを目的としております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 後段のほうよくわかるところなのですが、前段

のほうを聞くと、ＰＴＡがどうも弱体化している

からこのコミュニティ・スクールが必要なのだと

いうようなイメージを持ったのですけれども、そ

ういった理解でいいのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 ＰＴＡはＰＴＡの

活動として引き続きやっていただくところは、Ｐ

ＴＡの活動としてやっていただくことは今までと

は変わりないのですけれども、それと並行して地

域のコミュニティ・スクールも地域と一緒になっ

て学校を、子供たちを育てていくと、そういった

イメージになります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それでもう１個確認したいのは、予算がかかっ

て執行されていますけれども、これはどういった

ことに使われるものなのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 コミュニティ・ス

クールの予算につきましては、まず学校運営協議

会の委員の報酬として支払われるもの、それから

コミュニティ・スクールを立ち上げる段階で協議

会説明会、昨年も行ったのですけれども、東川の

学校から、先進的に取り組んでいる学校から講師

を招いて説明会等を行うために予算づけをしてい

たものでございます。 

 ただし、こちらの説明会につきましても、謝礼

の関係でそこまで民間の方ではなかったので必要

がなかったということで、この金額に収まってい

るという状況になっております。 

○川原田英世委員 コミュニティ・スクールにつ

いては理解をしました。 

 続きましてお伺いしますが、教職員住宅管理事

業という事業があります。 

 教職員が快適に生活できる環境をつくるという

ことで、実績等にはいろいろな修繕内容等が入っ

ています。この住宅は何戸あって、利用の状況は

どうなっているのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 教員住宅に関する御質

問でございますけれども、今、教員住宅として管

理しているものにつきましては戸数が86戸、うち

入居者数が48戸ですので入居率は55.8％、ごめん

なさい、すみません。間違っていました。 

 すみません、失礼しました。 

 教員住宅の戸数と入居戸数ですけれども、戸数

につきましては70戸、入居戸数につきましては47

戸となっております。入居率67.1％となっており

ます。 

○川原田英世委員 老朽化が進んでいるというよ

うな今後の方向性の記載がありますけれども、ど

の程度老朽が進んでいるのかというのはそれぞれ

戸別に状況は違うと思うのですが、入居もそこま

で67％ということですので、住んでなければさら

に老朽化も進んでいってしまうということもある

と思うのですけれども、今の現状の中で老朽化が

進んでいる背景があって、どのような形で今後進

めていく考えがあるのかお伺いします。 

○小松広典学校教育課長 教員住宅につきまして

は、以前につきましてはやはり民間の入居をする

アパート類がやっぱりその当時不足していたとい

うところで、昭和40年代後半から50年代以降にか

けて順次整備していたところでございます。 

 ただそうは言いましても、民間の企業がだんだ

ん、民間、民営アパートがだんだん充足してきて

いるという中で、それに伴って入居率もこのよう

な数字になっているのかなというふうに考えてお
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りまして、基本的にニーズのほうを見極めなが

ら、どのようにしていくかということは考えてい

かなければならないというふうに考えておりま

す。 

○川原田英世委員 今後の課題として、そういっ

た部分があるということで理解をしました。 

 次に、教員住宅確保対策事業についてもお伺い

したいというふうに思います。 

 これは民間アパート２棟36戸を借上げというこ

とですけれども、これはほかの課で借上げ住宅の

関係でもいろいろ議論があったところなのですけ

れども、ここはまず36戸あるのですが入居の状況

はどうなっているのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 全部で、教員住宅の確

保対策事業でございますけれども、戸数につきま

しては委員がおっしゃったとおり36戸ございまし

て、今空きが７戸ですので29戸の入居の状況でご

ざいます。 

○川原田英世委員 ７戸が空いているということ

なのですけれども、これはアパート２棟そのまま

借りているということなので、空いていようが埋

まっていようがかかる費用は変わらないというこ

とで理解していいのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 こちらの事業につきま

しては、民間のアパートを全て借り上げまして、

住まわれている教員の方から家賃を頂くというよ

うな仕組みになっておりまして、借上げにつきま

しては固定で36戸分借上げしておりますけれど

も、それに空き家が増えるということはそれに対

する家賃の収入が少なくなるということになりま

すので、できれば満室でずっといていただいたほ

うがいいというような事業でございます。 

 そのとおりでございます。空いていても家賃は

払っていかなければならないという事業でござい

ます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そこでいくと、この31年度はかかっているこの

事業の費用とそれに対して家賃収入というのがあ

ると思うのですけれども、家賃収入はどうなって

いるのか、差引きするとどれだけ実態の事業費が

あるのかも確認したいと思います。 

○立崎聡一委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。 

午後３時39分休憩 

午後３時43分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

 川原田委員の質疑に対する答弁から。 

○小松広典学校教育課長 この事業につきまして

は、網走振興公社が２軒のアパートのオーナーか

ら建物各部屋を借り上げまして、そこに教員に住

んでいただいて家賃を払うような仕組みとなって

おります。 

 その家賃総額、オーナーに支払うお金の部分と

それから家賃等で入ってくる部分の差引きをこち

らの会計のほう、こちらの事業のほうで負担して

いるわけなのですけれども、平成31年度につきま

しては、その負担額として734万4,000円、その前

の年の平成30年につきましては915万6,000円とい

う金額になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。すっかり僕も

勘違いしていましたが、そういった内容なのです

ね。ここに書かれているのはそっくりそのままに

変わっているものだということで、これがかかっ

ているから別途どこかで家賃収入があるというも

のではないということで理解をしました。 

 それで、先ほどこういった職員住宅ができた背

景についてちょっと説明がありました。確かに今

見ると、そのときの時代とはちょっと違うのかな

という認識を持っています。 

 そういった中で、この借上げの契約については

間もなく契約期間である20年を迎えるのではない

のかなというふうに思うのですが、その状況はど

うなっているのか。それとあわせて今後の方向性

どのように考えているのかお伺いします。 

○小松広典学校教育課長 こちらの借上げ住宅に

つきましては２棟借りておりまして、一つが３年

前に20年を経過しまして、もう一つが２年前に20

年を経過したところでございます。 

 入居の状況というのは、先ほど言ったとおりな

のですけれども、当初そのような契約期間が期間

終了とするとなるというところで、今年度末をも

ちまして、こちらの借上げ住宅のほうにつきまし

ては、民間のオーナーと協議させていただきまし

て、今年度いっぱいで借上げの住宅という形での

契約を解消するということでお話をさせていただ

いています。 

○川原田英世委員 既に20年たっていて、何年か

再契約したのか何かしらのをもって、今年度末だ

ということで理解しました。 

 今住んでいる方が29戸あるということですけれ



- 130 - 

 

ども、その方たちの家賃等の負担とかは変わらな

いというふうになるのか、そこだけ確認したいの

ですが。 

○小松広典学校教育課長 オーナーの方とお話し

したところ、１棟についてはそのまま引き続き残

すことも考えているというところですので、ただ

家賃につきましてはオーナーが今度設定するよう

な形になるものですから、その設定された家賃に

よって、今住まわれている先生におきましては判

断していただくような形になるかと思います。 

 もう一つの取壊しになる予定のところにつきま

しては移転していただかなければならないという

ところもございますので、移転料につきまして予

算措置しているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 １棟は壊すということですね、理解をしまし

た。 

 次に行きます。 

 次は、学校教職員健康診断費ということで健康

診断についてなのですが、勤務時間が非常に長い

ということで健康状態を壊される先生も多いとい

うような新聞報道もありまして、何点か伺いたい

のですが、まずこの実績で教職員224名の健康診断

を実施というふうにありますけれども、これは全

職員の何％ぐらいの方になるのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 健診に係る教職員数な

のですけれども、定期健康診断受診者につきまし

ては222名で、そのほかに人間ドック受診者65名お

りますので287名という数字になります。 

 受診率のお話だと思いますけれども、育児休業

中であったりだとか、いろいろ休職中の方とか除

いて100％となっております。 

○川原田英世委員 そういった長期休暇を取られ

ている方を除いて100％ということで理解をしまし

た。 

 そしてここに書いているのは、うち52名が要再

検と書いていまして、再検査をされたのかどうか

というのが少し気になるところで、約４人に１人

の方が要再検査という状況で、つまり健康状態に

問題なかったのかどうかを知りたいのですけれど

も、再検査をそもそもされたのかどうかとかも把

握していらしたらお伺いしたいのですが。 

○小松広典学校教育課長 学校におきましては、

学校それぞれが職場として事業所としてカウント

をかけているわけなのですけれども、そこにつき

ましては、管理職による受診勧奨というところで

現状２次検診の勧奨につきましては行っていると

ころでございます。 

○川原田英世委員 そういう形で進めているとい

うことは理解をしました。 

 健康状態に関して、これは職場の環境はどうで

あるとかそういうこと以上にやっぱり大切なこと

ですので、これを引き続きしっかりと行って確認

を含めて、健康状態に問題がないかどうかという

ことしっかりと進めていっていただきたいという

ふうに思います。 

 最後にもう１個お伺いしたいのですが、オホー

ツク・文化交流センター改修事業についてです。 

 昨年拡充されて行われた事業で、舞台のつり物

設置改修工事が行われたということで実績のほう

に記載があります。 

 オホーツク・文化交流センターも大分傷んでい

る部分が見られる設備も、壊れているものも結構

見えられるなというふうに思うところなのですけ

れども、31年度については舞台つり物設備改修工

事というふうにありますが、そのほか何か設備の

入替え等も行ったのかなと思っていたのですけれ

ども、どのような取組の内容だったのかお伺いし

ます。 

○岩尾弘敏社会教育課長 オホーツク・文化交流

センターの改修事業という舞台のつり物設備改修

工事ということで、舞台装置の中のワイヤーです

とか照明だとか、そういったものの改修等を行っ

ています。これは定期的に、メンテナンスという

のは、点検というのは毎年行っているところなの

ですが、ワイヤー等は消耗がございますので、そ

ういったものを今年開館20周年、20年ということ

なりますので、こういったものを平成31年度行っ

ております。 

 つり物ということで、その他の改修については

行っていないということです。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 31年度の中でも、いろいろと利用者の中からこ

れは使えないよ、あれは使えないよ、壊れている

よとかいろいろと苦情があったかと思うのですけ

れども、そういった状況をどのように把握してま

すでしょうか。 

○岩尾弘敏社会教育課長 開館から年数がたって

きたということで、ホール以外にもそういった設

備等については消耗している部分がございます。

改修事業とは別に経常経費の中で、今回調理室、

その中のクッキングコンビネーションレンジとい
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うもの、ガスレンジとオーブンが一体化になった

もの、これが４台中３台が使用不能となっていた

ということで機能統一するために全て４台を更新

をしております。 

 また、非常用発電機、あそこは避難所という位

置づけもございますので、そういったものの修

繕、そのほか和室等の畳の入替え等を実施をして

いるところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そのほかにも多分いろいろと直さなくてはいけ

ないものがあると思います。いろいろと利用者か

ら声は上がっているのだと思いますので、そう

いったところ、いろいろ精査して重要度の高いと

ころから随時直していっていただいて、あそこは

やっぱり市民の利用する状況が高い施設ですの

で、しっかりと取組を進めていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○小松広典学校教育課長 すみません、先ほど教

職員の健康診断のところで、教職員222名と申しま

したけれども、これはすみません、令和２年度の

実績でして、平成31年度は教職員220名とドックが

55名という実績となっております。訂正しておわ

びいたします。 

○立崎聡一委員長 川原田委員、よろしいです

か。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 となると、評価報告書の内容とは違って職員220

名、すみません、もう一度お伺いしたいですが、 

○小松広典学校教育課長 資料のとおり224のとお

りで正しいのですけれども、さっき説明の中で220

名と言いましたので、資料の224名は正しい値と

なっております。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 

午後３時59分休憩 

午後３時59分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

 川原田委員の質問に対する答弁から。 

○小松広典学校教育課長 教職員健診に係るとこ

ろなのですけれども、定期健康診断を受けた教職

員につきましては224名、ドックにつきましては55

名という数字となっております。 

○立崎聡一委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 大分重複しているので、重複し

ていない部分について質問していきたいと思いま

す。 

 昨年も質問しているのですが、学校図書の整備

についてであります。 

 委員会資料の中で19ページでしたか、表がある

のですが、整備水準冊数というのがあって文科省

が定めた学級数、児童生徒数に応じた冊数という

ことでありますが、依然として到達していない学

校が幾つかあるのですが、この状況について伺い

たいと思います。 

○立崎聡一委員長 答弁調整のため、暫時休憩し

ます。そのままで、着席でいてください。 

午後４時02分休憩 

午後４時04分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 松浦委員の答弁から。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校別の学校図書

整備につきましての御質問だったと思うのですけ

れども、学級数によりまして各学校では幾ら整備

しなければいけないということが決まっていまし

て、それは特別支援学級も１学級としてカウント

されるものですから年度によって変動があるもの

でございます。 

 昨年につきましては、小学校で２校、基準に達

していないという状況もありましたので、今後も

基準に達するように進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 なかなか機械的に見ると、どう

してもこういうふうになってしまうと。ただ基準

は基準なので、やはりその辺しっかりと対応して

いかなければならないのかなというふうに思いま

す。 

 昨年の答弁でも同様に、こういう支援学級とい

うのが１人でも２人でもあれば１学級というよう

なカウントをされるということでありますから、

それはそれとして受け止めながらしっかり今後

やっていってほしいというふうに思います。 

 それで、本を更新する上で一定の基準を設けて

更新をしていくのだろうと、古くなったものとか

傷みのひどいものとかあるのでしょうけれども、

基本的な考え方というのはどんなふうになってい

るのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 今の本の更新につ

いてのお話ですけれども、今、委員がおっしゃっ

たように本の鮮度ですとか傷み具合、それからそ
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の本が発行された年度の古さとかというものを随

時更新していくとともに、今回で学習指導要領が

変わり今年度から小学校、来年度から中学校の教

科書が変わるということで、そういった学習指導

要領や教科書に対応した本も購入していくと、そ

ういった計画を各学校で立てて購入していくこと

になっております。 

○松浦敏司委員 その辺わかりました。 

 それで、この間に各学校で図書司書ということ

で、一定の図書司書が幾つかの学校を受け持って

回って歩くということをしているかというふうに

思うのですが、そういう中で子供たちもこれまで

以上に本に親しむというようなことにつながって

いるというような評価もあったのではないかと思

うのですが、この間の図書司書を置いたことに

よって具体的な変化みたいなのがあれば伺いたい

と思います。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 学校図書館司書の

業務の件でございますが、学校図書館司書におき

ましては本の分類、整理、補修だけでなく、図書

館の環境整備や学校だよりで図書の紹介をする、

また朝の時間に本の読み聞かせをしたり、先ほど

申しましたブックトーク、それからポップを作成

するなどして、子供が本に親しむように各校で活

動してもらっているところです。 

 そういった中で、子供たちが図書室に通う量で

すとか本を借りる量が、学校によってはいろいろ

ですけれども経年では増えているというふうに考

えております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、学校の図書

司書がいることの重要性というのが現実には出て

いるのだろうというふうに思います。引き続き、

努力をしていってほしいと思います。 

 次に、スクールカウンセラーの配置の関係で伺

いたいと思いますが、この取組の実績ということ

でカウンセラー、スクールカウンセリングという

ことで教職員や保護者に対する専門的提言や情報

提供というようなことで、相談数が年間303回、時

間数でいえば1,234というふうになっています。 

 市内の小中学校全部入れると、学校でいえば15

校、呼人は小中学校なので正確には14校というふ

うになるのかもしれませんが、この年間303回とい

うことについて、教育委員会としてはこの回数な

どについての評価というのはどんなふうに考えて

いるのでしょう。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 スクールカウンセ

ラーにつきましては、現在網走市では中学校６校

に週２回程度の派遣を行っています。 

 主な役割としては生徒や保護者との教育相談や

教職員との情報交換となっておりまして、友達同

士の人間関係の悩みですとか、それから学業、進

路の相談、それからまた登校渋りや不登校などの

相談にも乗っている状況にあります。 

 そういったことから、スクールカウンセラーの

この事業につきましては、子供たちの心身の安定

した発達については効果的ではないかというふう

に捉えています。 

○松浦敏司委員 それで、この303回というふうに

あるのですが、多くは子供たちの相談というふう

にカウントしているのだろうというふうに思いま

すが、この303のうち教職員とか保護者というのも

カウントになっているのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 この303回の内訳に

ついてですけれども、そちらのほうにつきまして

は今手持ちの資料がございませんので、後ほど確

認を……。 

 申し訳ございません。この303回には保護者も子

供たちの相談も入っているということで確認でき

るかと、教職員の相談も入っているということで

確認をしていると思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そこでこれは、スクールカウンセラーは１人の

カウンセラーが幾つかの学校を受け持って、基本

的には市内の学校全てを回っていると、こんなふ

うに捉えていいのでしょうか。それとも限られた

幾つかの学校だけに決まっているのでしょうか。 

○小路谷勝巳学校教育部次長 中学校につきまし

ては、全ての中学校を巡回しながら回っていると

いう形になっております。 

 小学校につきましても、依頼のあった学校、そ

れから年に１回は小学校のほうに行って随時教育

相談の場面を用意しているという状況にございま

す。 

○松浦敏司委員 どうしても中学校、思春期です

からいろいろ悩み事も多いというふうなので、そ

れはわかりました。 

 引き続き、この取組に努力していってほしい

と。教職員も悩みが多いということですから、そ

の辺もぜひ取り組んでいってほしいと思います。 

○立崎聡一委員長 松浦委員の質疑の途中ですが、

ここで10分休憩します。 

午後４時14分休憩 
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午後４時24分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質疑から。 

○松浦敏司委員 次に、網走南ヶ丘高校定時制生

徒通学手段確保事業ということで、59万7,000円の

補助を行っております。 

 これは定時制高校の下校時のタクシーという、

乗り合い利用というようなことでありますけれど

も、延べ581人というふうになっておりますが、実

際に利用している生徒さんというのはおよそ何名

ぐらいいらっしゃるのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 延べ人数という形で学

校のほうからは数字が上がってきているのですけ

れども、実人員というところではちょっとまだ報

告としては受けていなかったところでございま

す。 

○松浦敏司委員 そんなにたくさんいるわけでは

ないのだろうと思います。どうしても帰りのバス

とか、汽車とかの関係で乗れない生徒たちが利用

しているのだろうということで、いずれにしても

延べで言えばこの人数、そして利用日数で言えば

165日ということでありますから、それなりの役割

を果たしているのだろうというふうに思うのです

が、この事業についてどのような評価をしている

のでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 この事業につきまして

学校の教頭先生とお話しさせていただきましたけ

れども、生徒のほうからは好評であるということ

でお話をお伺いしております。 

○松浦敏司委員 安全上からいってもやはりこう

いうプロが運転するハイヤーで乗り合いで帰ると

いうことは、あらゆる面で安全性も保たれている

のかなというふうに思います。 

 これは引き続き、努力していってほしいと思い

ます。 

 最後になりますが、２月24日にＬＧＢＴの講演

がありました。私も参加させていただいて大変感

銘を受けました。私自身もそれなりにＬＧＢＴに

対して認識をしているつもりでしたけれども、全

く自分自身の考えがまだまだ浅いのだなというこ

とを痛感させられたわけですけれども、この取

組、92名ということで、冬の中でありましたけれ

ども実施されたということで、教育委員会として

今回のＬＧＢＴの杉山文野さんの講演についてど

のような評価をしているかを伺います。 

○岩尾弘敏社会教育課長 この事業、暮らしをデ

ザインにつきましては、地域社会で男女平等意識

の高揚だとか、あとは女性学、男女共同参画、

ワーク・ライフ・バランスも現代的ないろいろな

課題がありますので、そういった講演の学習会と

いうことになっております。 

 平成31年度は、今ＬＧＢＴということで社会的

にいろいろ関心が高まっているということで、そ

れを市民が学べるような場、当事者の方のそう

いった立場だとか、そういったことを理解すると

いうことで開催をしております。 

○松浦敏司委員 講演の後、それぞれ質疑なども

ありましたけれども、何というか、当事者、自ら

ＬＧＢＴですという人が何人か来ておりました。

そして、大変苦しい思いをしてきて、いろいろな

差別などもあったり、そういうようなお話もあっ

て、そういう意味では私たち自身が知らないうち

に差別をしていると、それは悪気があっているわ

けではなくて、それはもう何というか、我々自身

の生まれ育ってきた環境の中でそういう教育がな

されてきた、その結果として知らず知らずに差別

をしているというようなことも、その講演で聞い

たり、あるいは当事者のお話を聞いて初めて再認

識させられるといいますか、新たな認識をさせら

れたということで、非常に私は重要なことだった

というふうに思っています。網走市にとっても重

要な第一歩といいますか、こういう講演というの

は私は初めてだったので、そういう意味でもこの

取組というのは非常に重要な取組だったというふ

うに思うのです。 

 今後もこういったいわゆる多様性といいます

か、性の多様性も含めていろいろな取組を考えて

いく必要があるということに私は感じたのです

が、その辺でのお考えを伺います。 

○岩尾弘敏社会教育課長 今回課題として取り上

げたＬＧＢＴＱだとか、そういったことのやっぱ

り市民が理解する場というのは、やっぱりこう

いった場で設けたということがございますし、実

際にＬＧＢＴの対応というのはいろいろな自治体

でやっておりますけれども、そういったことを関

係部署のほうとも連携しながら、社会教育という

立場でそういった課題についても取り上げていき

たいというふうに思っております。 

○松浦敏司委員 これは教育委員会だけの問題で

はなくて、網走市全体で考えていく課題でもある

というふうに思います。 
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 このＬＧＢＴに対する認識は相当この一、二年

の中で変化しているというふうに思いますから、

今後ともその点での取組をしっかりやっていって

ほしいということであります。 

 終わります。 

○立崎聡一委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 １点だけ質問させてください。 

 成果等報告書82ページ、ラグビーワールドカッ

プキャンプ地施設整備事業、本事業は5,400万円を

使った事業かと思いますが、実績としてトレーニ

ングルームの設置、チームルーム等の設置、ト

レーニング機器の整備と記載されておりますが、

この設備は今後のキャンプに活用できるのかどう

かお示しください。 

○岩本博隆社会教育部次長 今回のワールドカッ

プのトレーニング器具ですけれども、ほとんどが

リースという形でなりまして、一部活用で市民含

めまして、それから合宿でも使うようにしており

ます。 

 失礼いたしました。 

 金額のうちの半分は交付税の形で来ていますの

で、その形で対応しております。また、同じよう

な形でトレーニングルームと一緒にチームルーム

という形で、それも同じ形で半分の形の税という

形で対応しております。 

 すみません。施設がプレハブで行っておりま

す。 

○石垣直樹委員 トレーニングルームとチーム

ルームのものは仮設で、半分は交付税措置がある

よと、トレーニング機器に関してはリースと一部

買上げをしていて、その一部が市民に今後、また

これからのラグビー合宿に利用できるということ

でよろしかったですか。 

○岩本博隆社会教育部次長 そのとおりです。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうからも何点か質問させ

ていただきます。 

 まず決算書235ページ、中学校体育文化報奨金制

度について伺います。 

 中学校の部活に関しては先日の一般質問でもさ

せていただきましたが、様々な課題、大変な状況

があるのだと認識しておりますが、まずこの1,100

万円がどのように、どういった部活に分配され活

用されたのかを伺います。 

○小松広典学校教育課長 中学校体育文化振興事

業補助金に関する御質問でございますけれども、

こちらの補助金につきましては、網走市立中学校

において、体育及び文化活動に関わりまして生徒

が対外試合及びコンクール等に参加する場合にそ

の経費の一部を補助しているものでございますけ

れども、そこそこの学校ではそれぞれのスポーツ

競技の地区大会であるとか全道大会であるとか、

31年度につきましては全国大会という部分もござ

います。そのような部活の遠征に対する旅費等の

助成を行いました。 

○小田部照委員 事業の中身は知っています。 

 1,100万円はどのように活用されたのか伺いま

す。 

○小松広典学校教育課長 補助金につきまして

は、それぞれの学校に配分してそれぞれの学校の

部に補助金として入るわけなのです。実績という

ことですか。 

○小田部照委員 決算ですので。1,100万円がどの

ように使われたか確認したいのですけれども。 

○小松広典学校教育課長 各学校の。 

○小田部照委員 はい。 

○小松広典学校教育課長 学校ごとに、実績のほ

うを説明させていただきますけれども、第一中学

校が114万円、それから第二中学校が248万2,954

円、第三中学校が527万5,633円、それから第四中

学校が73万8,313円、それから第五中学校が128万

4,787円、それから呼人中学校が７万8,313円でご

ざいます。 

○小田部照委員 それぞれの学校の分配された金

額はわかりましたけれども、この中学の部活動、

体育、スポーツ関係や文化関係やいろいろ様々あ

ると思いますけれども、一体どの部活動が全道全

国大会で活躍されこの制度を利用したのかという

ことが全然見えてこないですよね。そういったこ

とは把握していないのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 大会につきましては、

こちらの体育文化振興補助金につきましては、そ

れぞれの学校のそれぞれの部活に係る大会区分が

ございますので、全国大会に行ったですとか全道

大会に行ったという中身は大会名として把握はし

ているところでございます。 

○立崎聡一委員長 答弁調整のため、暫時休憩し

ます。 

午後４時39分休憩 

午後４時41分再開 
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○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 小田部委員の質疑に対する答弁から。 

○小松広典学校教育課長 各中学校における全国

大会の活躍の状況を紹介させていただきたいと思

いますけれども、第二中学校のスケートですね。

それから第三中学校では弓道、それから卓球、そ

れからバトミントンが全国大会に出場しておりま

す。四中につきましては、陸上で全国大会に行っ

ております。それから、第五中学校では、リコー

ダーコンテストで全国大会に出場しているような

実績でございます。 

 その他の全道、地区ブロック等の様々な活躍は

各中学校の選手たちがしているところでございま

す。 

○小田部照委員 全国大会、それぞれ行ったとい

う経過は今初めて中身、私たちも知ることができ

ましたけれども、前回もお話しさせてもらったの

ですが、先日も網走の第一中学校の野球部が全道

大会出場を決めたと。私はたまたま知り合いの子

供がいたのでそれを知ったのですけれども、今説

明のあった全国大会レベルに行っている中学校の

選手、子供たちもたくさんいるような中で、網走

市民がそれを知らないということがまず私は問題

だと思っております。スポーツや文化でこうやっ

て活躍して活動して一生懸命やられて、報奨金制

度を設けて応援しているという姿勢に対しては評

価するところでありますけれども、これを広く一

般市民も知るような取組をということでお話しさ

せていただいていたのですけれども、例えばホー

ムページに掲載するですとか、広報あばしりに１

年間の活動をまとめて、全道大会、全国大会、ど

こどこの中学校の部活動が頑張って進出しました

よということを市民に周知することがやっぱり市

民スポーツ活動の振興にもつながり、大変重要な

ことだと思うというお話しさせていただいて、検

討するというお話を頂いていたのですが、今の状

況ではどうなのでしょうか。どういう検討状況な

のかを伺います。 

○小松広典学校教育課長 各学校の部活の活躍の

状況につきましては、学校の便り等でもお知らせ

しているところでございます。 

 前回も委員からお話ありました市のホームペー

ジ等での紹介といいますか、成績の発表ですとか

その辺の部分に、活躍の状況については、引き続

きといいますか、できるような形で検討していき

たいと思うのですけれども、ただそれぞれの個人

の名前ですとか、そこの部分についてはやはり学

校の、学校のというか個人の了承を得なければな

らない部分とかというところもあるかと思います

ので、その辺を含めて検討してまいりたいと思い

ます。 

○小田部照委員 もちろん個人の名前まで上げる

ことはないと思います。部活動の競技名だった

り、団体名だったりを広く市民に周知していくこ

とがスポーツや文化活動の推進につながっていく

ものだと考えますので、しっかりと協議を重ね

て、近く実現できるようにこの事業に取り組んで

いっていただきたいと思います。 

 次に、スポーツ報奨金制度について伺います。 

 こちら予算額が130万円だったところ、決算200

万円ちょっとになっているのですが、まずこの内

容を伺います。 

○阿部昌和スポーツ課長 スポーツ報奨金制度に

ついてでございますが、出場件数の増減によりま

して金額のほうが多くなったということになって

おります。 

 31年度実績でありますが、合計で22件になって

おります。中身といたしましては、世界大会が１

件、全国大会出場が……。 

 世界大会の１件は高校生ジュニアオリンピック

のスケルトンが１件と、全国大会につきましては

一般のバスケットボールと野球が各１件、高校

ボート、陸上、弓道が各２件と水泳が１件の７件

になっております。 

 中学校、小学校が空手で１件ずつ、全道大会で

は11件になっております。申し訳ありません。全

国大会で11件です。 

 全道大会になりますが、中学校のフットサル、

水泳が各１件の合計２件、小学校の野球が２件、

陸上が２件、サッカーも２件、タグラグビーとバ

ドミントンが各１件の８件になっておりまして、

全道大会の合計が10件となっております。 

○小田部照委員 活躍する個人や団体の方が増え

たため決算も上がったということで、もう大変ス

ポーツで盛り上がったことによって上がったとい

うことで、これは事業に関してはその都度対応し

ていくということで、そこは評価しているところ

であります。 

 ただ、今の説明にあったように、先ほどと同様

で、せっかくそうやって世界大会までですか、
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行ったスケルトンの選手もいるということが、一

部報道にはあるのでしょうけれども、何かそうい

う報奨金制度を利用して全国大会、全道大会で活

躍したのだよということを市民がホームページな

り調べることによって、こういうところが、こう

いう選手が、こういう子供たちが頑張っているの

だなということをやっぱり知るということがやっ

ぱりスポーツ・文化活動の本当の推進につながっ

ていくことだと思うので、以前と本当に同じです

ね、同じように話させていただいた検討状況がど

のようなものなのか伺います。 

○阿部昌和スポーツ課長 その後の検討状況とい

たしましては、今年度なかなか報奨金の対象がな

かったものですから、ホームページ等の掲載がで

きなかったのですけれども、今後対象者が出れ

ば、可能な限りホームページ等の掲載を行ってい

きたいと考えております。 

○小田部照委員 市民のスポーツや文化に対する

意識醸成に本当に大変重要なことだと思いますの

で、ぜひせっかく活躍されて報奨金制度だとかを

活用されたことはしっかりとホームページだと

か、市民の誰が見ても分かるような形で情報発信

していっていただきたいと思います。 

 あわせて、スポーツ少年団活動支援事業も同様

で、中身についてはわかりました。 

 今回の成果等報告書には今まで少年団の名前ま

で記載されてなかったのですけれども、今回そう

いうことも出ていますので、これも同様に、こう

やって活動して全国大会に出場してこの制度を利

用したということで、ホームページなどで周知す

ると先ほど言ったと同様、市民の意識醸成にもつ

ながりますので、ぜひそういった部分も併せて検

討していただきたいと思います。 

 続きまして、同じ249ページ、障がい者スポーツ

教室について伺います。 

 こちら予算が90万円だったところが決算51万円

と半額近くになっているのですが、この事業の実

績について伺います。 

○阿部昌和スポーツ課長 障がい者スポーツ教室

開催事業でありますが、決算額が少なく……。 

 障がい者スポーツ教室でございますが、昼の

部、夜の部、各年12回の開催を予定している事業

でございます。 

 申し訳ありません。12回は令和２年度でござい

ました。 

 平成31年度は各11回の開催になっております。

参加者は昼の部が43名で、延べ参加者として249

名、夜の部は申込者が12名、延べ参加者78名と

なっております。 

○小田部照委員 事業の中身、内容は承知してお

りましたが、予算90万円だったところが50万円に

なったと。これはもう予定していた教室が開けな

かったということなのでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 決算額が少なくなった

要因といたしましては、報酬と旅費が減額、減少

したものでございまして、報酬といたしましては

講師謝礼がほかの行事との整合性、見直しを行っ

たことにより21万7,000円の減額になったと。あ

と、この事業で参加を予定しておりました初級障

がい者の養成講習でございますが、そちらの講習

会の参加申込み者が多くて昨年度参加ができな

かったということで、その分の減少になっており

ます。 

 申し訳ありません。 

 講習会は初級障がい者スポーツ養成講習会、札

幌で開催されるものなのですが、そちらのほうの

申込みが定員20名に対して、それ以上に申し込ま

れたということで、私どもが申し込むタイミング

で受講できなかったということになっておりま

す。 

○小田部照委員 この障がい者スポーツ教室の事

業の中身の中に、90万円の予算の中に障がい者ス

ポーツ指導員の育成事業も含まれていて、それを

取得、毎年２名でしたか、計画的に取得させて少

しでもスポーツ指導員を増やしていきたいという

事業だと思うのですよね。 

 今回の今の答弁では、札幌のほうの障がい者ス

ポーツ、北海道障害者スポーツ団体のほうで受入

れが要するにできなかったというようなお話だっ

たと思うのですが、定員がオーバーしたために。

前年度もそうだったのですけれども、なかなか指

導員の資格を取得してくれる人が少ないというの

が現状だと私は思って認識していたのですが、今

の答弁では網走で障がい者スポーツ指導員の資格

を取りたい、取ってくれるという方が何名もあふ

れている状況の中で取れなかったということなの

でしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 あふれているというの

は全道的にその講習に申し込まれたので、網走市

から２名申し込もうと思っていたのですができな

かったということでございます。 

○小田部照委員 網走市から２名の方が応募とし
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て、申込みをされていたということですか。 

○吉村学社会教育部長 障がい者スポーツ教室で

ございますけれども、教室自体の開催については

予定どおり消化をしてたくさんの方に申し込んで

いただいたということで、今回予算のほうで執行

残になった部分はスポーツ推進委員の方に、こう

いった障がい者スポーツを振興していくに当たっ

てこういった研修をお願いする中で、当初推進委

員の中から御同意いただいて研修予定する方が、

全道的な応募者増ということで網走からちょっと

研修機会ができなかったということで、旅費等に

よる執行残があったということでございます。 

○小田部照委員 それで、スポーツ指導員の方に

お願いして障がい者スポーツ指導員の初級の講師

をお願いして、旅費を出すので、経費出すので受

けてくださいということで毎年２名を予定してい

るのですが、今回も行ってくれるということで了

承を毎年得ているということですか。 

○吉村学社会教育部長 令和元年度については、

スポーツ推進委員の会議の中で行く予定の方はお

られたということです。 

 ちなみに今年度はコロナの関係で、研修自体

が、推進委員の方が不安を感じているので辞退を

されたという経過があったので、２年度について

もこの研修にはちょっと参加できなかったという

ような経緯はございます。 

○小田部照委員 31年度の決算ですので、本当は

２名を行かせたかったのだけれども受入れ側の

キャパがちょっと間に合わなかったということで

認識いたしましたが、このスポーツ推進委員に限

らないのですね。僕も受講して持っているのです

けれども、一般の方でもしそういうことに興味

あって受けてくれるという方があれば、もちろん

補助できるような制度ですよね、これは。だから

もう少し広く周知、この制度に対して周知すべき

だと思いますが、周知というのはどのように取り

組んでいますか。 

○吉村学社会教育部長 委員おっしゃるとおり、

市民に広く呼びかけてこういった研修機会があり

ますよということまでは至っておりませんので、

まずは推進委員の方、そして広報などでこういっ

たことに関心を頂ける市民の方がおられました

ら、ぜひともこういったことに参加していただく

ように、広報周知は努めていきたいというふうに

考えております。 

○小田部照委員 障がい者スポーツの振興にも、

市民の皆様にしっかりと知っていただくという意

味でも、やはり大変重要なことだと思いますの

で、ぜひ周知のほうにも徹底してこの事業の推進

に当たっていっていただきたいと思います。 

 次に、おそらくスポーツ・トレーニングフィー

ルドの関係なのですけれども、おもしろ自転車の

更新事業が31年度にあったと思うのですが、その

中で足の不自由な方でも乗れるというコギーとい

う車椅子型のおもしろ自転車として導入されたも

のがあると思うのですが、こちらのほうを現場の

ほうで確認してきたところ、なかなか足の不自由

な方が乗れるようなものじゃないということで、

倉庫にしまわれているような状態がしばらく続い

ているというお話で、僕も現場を見に行かせても

らったのですが、どういう仕組みで足が動かない

人が足で動くのかなと思いながらいろいろ調べる

と、神経系を刺激して、専門的な知識のある方に

したら動くのだよというようなことなのでしょう

けれども、今そのほか他の委員も質疑されている

と思うのですが、その後の対応、利活用につい

て、どのような状況にあるのか確認をしたいと思

います。 

○阿部昌和スポーツ課長 ペダルつきの車椅子で

ございますが、こちらを導入したのは２年前です

か、になるのですけれども、昨年度は利用がない

ということで、その後ＰＲ等も行いまして、今年

度３件の利用があることを確認しております。 

 操作方法がなかなか難しくて、慣れるのに時間

がかかるということで聞いておるのですが、今は

大丈夫だと。自転車の置き場所については、今受

付の前の倉庫に通常は入っていて、希望者があれ

ば出すという形になっているということなのです

けれども、そこについては今後改善していきたい

と考えております。 

○小田部照委員 とても高額なものですので、ぜ

ひたくさんの方に利用してほしいのですが、なか

なか障がいのある方でなくても、変な話乗っても

いいものなのですよね、きっとね。 

 でも、障がいのある方でも乗れる、足が不自由

な方でも乗れるというものなので、冬季など冬場

はスポーツ・トレーニングフィールドは閉鎖され

ますので、冬場の間でもそういった障がい者の施

設だとかに利用していただくとか、活用していた

だくというのも検討すべきだと思いますが、その

辺はいかがでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 今後の活用方法といた
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しましては、またうちの関係部署ですとかとも相

談して今後の活用方法等を協議した上で、ＰＲ等

にも努めていきたいと考えております。 

○小田部照委員 ぜひ、有効な活用を今後も検討

していっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○立崎聡一委員長 次。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 なきようですので、本日の日程であります認定

第１号中、健康福祉部及び教育委員会所管分の細

部質疑を終了します。 

 理事者の皆様には、長期間にわたり誠心誠意審

査に御協力頂きましたことに心からお礼を申し上

げます。ありがとうございました。 

 再開は、審査の取りまとめのため、９月17日午

前10時としますから、御参集をお願いいたします。 

 なお、取りまとめに当たりましては、賛否、認

定、不認定について総括的な御意見及び附帯意見

を付すか否かについて発言していただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日は、これで散会といたします。 

 御苦労さまでした。 

午後５時05分散会 

───────────────────────── 

 

 


